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研究ノート

一、

ま
え
お
き

現
代
国
際
法
上
の
自
衛
権
と
い
う
テ
1
マ
は
、
い
わ
ば
博
士
論
文
に
ふ

さ
わ
し
い
、
巨
大
な
か
っ
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
小
稿
は
、
そ
の
本
格
的

検
討
で
な
け
れ
ば
、
全
面
的
考
察
で
も
な
い
。
た
だ
、
日
本
国
憲
法
に
お

い
て
、
主
権
国
家
固
有
の
自
衛
権
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
取

扱
わ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
か
ー
ー
そ
の
存
否
を
含
め
て
憲
法
第
九
条

に
よ
り
ど
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
|
|
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、

ま
た
そ
れ
に
必
要
な
限
度
で
、
国
際
法
上
の
自
衛
権
問
題
を
整
理
、
検
討

し
よ
う
と
い
う
、
一
考
察
(
憲
法
の
平
和
主
義
、
第
九
条
に
つ
い
て
憲
法

学
界
の
通
説
的
見
解
に
立
つ
一
憲
法
学
者
の
検
討
)
で
あ
る
に
と
ど
ま

る。
筆
者
は
、
一
九
五
六
年
北
大
法
学
部
助
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
が
、
爾

来
、
教
育
、
研
究
、
管
理
運
営
上
、
ま
た
フ
ア
カ
ル
テ
ィ
・
メ
ン
バ
ー
と

し
て
、
山
畠
正
男
先
生
に
は
、
絶
え
ず
温
く
し
か
も
人
生
社
会
を
熟
知
し

た
大
先
輩
と
し
て
教
導
激
励
を
た
ま
わ
っ
た
。
こ
こ
に
先
生
に
献
呈
す
る

に
は
、
あ
ま
り
に
も
不
十
分
な
論
稿
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
急
ぎ
稿
を
と

と
の
え
て
参
加
し
、
心
か
ら
の
謝
意
と
敬
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。

1 

拙
著
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
八
七

年
)
ニ
四
六
|
二
六
六
頁
で
現
代
国
際
法
、
国
連
憲
章
下
の
「
自

衛
権
」
の
理
解
を
、
憲
法
解
釈
論
の
前
提
と
し
て
結
論
的
に
素
描

し
、
か
つ
憲
法
上
の
「
自
衛
権
L

を
再
検
討
し
第
九
条
と
の
関
係

を
考
え
た
。
小
稿
は
、
国
際
法
的
検
討
の
部
分
を
よ
り
詳
し
く
考

察
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
学
説
の
全
般
状
況
に
つ
い
て
は
、
同

拙
著
三
章
序
節
二
項
を
み
よ
。

二
、
国
内
法
上
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
国
際
法
上
の

「
自
衛
権
」
の
類
似
と
相
違
に
つ
い
て

同
国
内
法
(
な
い
し
社
会
)
に
お
い
て
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
個
人

が
「
正
当
防
衛
権
」
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
こ
と
と
の
類
推
に
よ
っ
て
、
国
際
法
(
な
い
し
関
係
)
に
お
い
て
一
国

が
「
自
衛
権
」
を
発
動
で
き
る
と
よ
く
い
わ
れ
、
こ
れ
が
寸
自
衛
権
」
正

当
化
論
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
素
朴
な
類
推
が
実
は
も
は
や
、

現
代
世
界
に
お
い
て
客
観
的
(
科
学
的
)
に
成
り
立
た
ぬ
の
み
か
有
害
で

危
険
な
虚
構
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
す
べ
き
こ
と
に
、
特
別
な
注

意
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
満
州
事
変
も
日
中
戦
争
も
、
そ
し
て

太
平
洋
戦
争
も
、
「
自
衛
権
」
な
い
し
「
自
存
自
衛
」
権
の
発
動
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
ら
に
個
人
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
の
ど
ん
な
共
通
性
が
あ
ろ
う
か
。

本
質
的
、
基
本
的
に
全
く
別
物
で
あ
る
と
い
う
現
実
認
識
か
ら
出
発
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
プ
自
衛
権
」
の
濫
用
で
あ
っ
た
か
否
か
は
後
に

検
討
す
る
と
し
て
、
例
え
ば
、
今
日
、
某
国
が
「
自
衛
権
」
を
発
動
し
て

核
戦
争
を
遂
行
し
、
反
撃
に
よ
っ
て
相
手
国
と
と
も
に
両
国
民
あ
る
い
は

人
類
共
滅
状
態
に
な
る
場
合
(
現
実
に
そ
の
よ
う
な
戦
略
が
実
戦
配
備
に

つ
い
て
い
る
て
そ
れ
が
個
人
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
何
の
関
係
が
あ
ろ
う

か
。
天
地
の
相
違
あ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

わ
が
国
の
刑
法
三
六
条
は
「
急
迫
不
正
ノ
侵
害
ニ
対
シ
自
己
又
ハ
他
人

ノ
権
利
ヲ
防
衛
ス
ル
為
メ
己
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
ハ
コ
レ

ヲ
罰
セ
ス
」
(
一
八
七

O
年
ド
イ
ツ
刑
法
の
影
響
下
に
)
と
規
定
し
「
正
当

防
衛
」
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
認
め
、
学
説
上
、
そ
の
本
質
、
要
件
、
範

囲
等
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
判
例
上
も
、
侵
害
の
急

迫
性
、
違
法
性
、
防
衛
の
意
思
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
に
つ
い
て
多
く
の

事
例
の
集
積
に
よ
っ
て
、
「
正
当
防
衛
の
限
界
」
を
具
体
的
に
明
確
化
す
る

法
理
的
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
そ
の
濫
用
を
放
任
す
る
危
険
性
は
実
際

上
裁
判
的
統
制
に
よ
っ
て
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
「
緊
急
避

難
」
や
「
自
救
行
為
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
正
当
防
衛
」
の
国
内
法
的
取
扱
い
|
|
法
思
想
と
理
論

と
実
定
法
、
判
例
ー
ー
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
こ
れ
を
欧
米
諸
国
、
と

く
に
大
陸
法
と
英
米
法
系
ま
た
社
会
主
義
国
に
お
い
て
、
比
較
法
的
に
み

て
、
重
要
な
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
否
み
え
な
い
。
普
通
法
諸
国
に
お

い
て
は
、
そ
れ
は
お
毘
・
仏
民

2
2
自
己
防
衛
(
実
際
上
認
は
か
巾
ぢ
自
助
と

同
義
)
の
広
い
概
念
に
含
ま
れ
、
刑
・
民
事
法
に
ま
た
が
り
、
損
害
原
因

を
排
除
す
る
自
救
権
で
あ
る
が
、
大
陸
法
に
お
い
て
は
刑
法
に
限
ら
れ
る
。

ま
た
、
防
衛
す
る
諸
利
益
に
つ
い
て
も
諸
国
法
に
相
違
が
あ
り
、
東
欧
諸

国
に
お
い
て
は
国
家
お
よ
び
社
会
主
義
の
利
益
も
防
衛
対
象
と
し
て
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
他
、
諸
国
聞
に
、
「
正
当
防
衛
」
の
性
格
(
権
利
か
違
法
性

阻
却
事
由
か
)
に
つ
い
て
も
違
い
が
み
ら
れ
、
ま
た
過
剰
防
衛
の
適
用
の

仕
方
に
は
さ
ら
に
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
諸
国
の
圏
内
法
に
お
け
る
「
正
当
防
衛
L

は
取
扱
い
方
の

多
く
の
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も
、
刑
法
体
系

の
な
か
で
承
認
さ
れ
、
法
律
お
よ
び
判
例
に
よ
っ
て
そ
の
法
的
意
義
が
確

定
さ
れ
、
そ
の
行
使
に
対
し
て
は
裁
判
所
ま
た
は
行
政
当
局
の
統
制
に
服

し
て
い
る
。
ま
た
、
攻
撃
さ
れ
あ
る
い
は
急
迫
の
侵
害
を
蒙
ろ
う
と
し
た

個
人
が
「
正
当
防
衛
」
の
条
件
が
あ
る
か
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
か
を

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
正
当
防
衛
」
の
限
界
を
逸
脱
し
、
誤
想

や
過
剰
防
衛
で
は
な
い
か
に
つ
い
て
裁
判
所
に
お
い
て
審
査
せ
ら
れ
、
そ

れ
が
違
法
で
あ
れ
ば
損
害
を
つ
ぐ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
基
本
的

な
要
素
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

北法38(5-6・1.207)1243 
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制
国
際
上
の
「
自
衛
権
」
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
事
情
が
異
る
。

国
際
法
上
の
「
自
衛
権
」
の
問
題
は
、
今
世
紀
の
国
際
連
盟
と
り
わ
け

不
戦
条
約
お
よ
び
国
連
憲
章
の
以
前
と
以
後
と
で
、
原
則
上
根
本
的
転
換

が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
拙
著
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的

生
存
権
』
中
第
一
部
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
人
類
の
平
和
の
法
思
想
の
大

河
の
な
か
で
、
「
正
戦
」
論
の
流
れ
が
「
自
衛
権
」
論
と
ど
う
か
か
わ
り
合

い
、
国
連
憲
章
が
ど
う
定
義
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
軍
縮
、
戦
争
非
合
法

化
運
動
の
論
理
の
展
開
と
の
関
連
に
お
い
て
、
厳
密
な
再
検
討
を
要
す
る
。

古
代
・
中
世
・
近
世
を
通
じ
て
流
れ
来
っ
た
正
戦
論
は
、
近
代
立
憲
主

義
と
結
合
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
征
服
戦
争
放
棄
の
憲
法
原
則
に
結
晶

し
、
一
九
世
紀
の
決
闘
的
戦
争
論
(
い
か
な
る
目
的
に
せ
よ
、
戦
争
遂
行

権
を
無
制
限
に
認
め
、
宣
戦
等
手
続
や
一
定
戦
争
手
続
の
禁
止
や
捕
虜
の

待
遇
等
戦
争
の
ル

l
ル
の
み
規
制
)
と
実
行
に
よ
っ
て
退
潮
し
た
が
、
今

世
紀
の
連
盟
・
不
戦
条
約
・
国
連
は
、
「
正
戦
」
論
の
現
代
化
で
あ
り
復
活

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
正
戦
論
に
お
け
る
戦
争
の
正
当
原
因

の
う
ち
(
学
説
上
種
類
・
広
狭
に
差
が
あ
っ
た
が
)
侵
略
か
ら
の
(
祖
国
)

防
衛
戦
争
が
正
当
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
そ
し
て
今
日
に
い

た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
防

衛
」
概
念
が
暖
昧
で
、
そ
の
実
ほ
と
ん
ど
、
無
限
定
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ

た
の
で
、
今
世
紀
の
現
代
正
戦
論
は
、
実
定
国
際
法
上
、
戦
争
お
よ
び
武

カ
の
威
嚇
と
行
使
を
、
一
般
的
に
、
原
則
と
し
て
禁
止
し
、
集
団
的
安
全

保
障
体
制
に
お
け
る
制
裁
戦
争
な
い
し
武
力
行
動
を
除
け
ば
、
侵
略
に
対

す
る
各
国
の
防
衛
戦
争

l
l「
自
衛
権
」
|
|
を
可
能
な
か
ぎ
り
限
定
し

よ
う
と
い
う
法
理
と
実
行
上
の
努
力
の
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
以
上
の
一
瞥
に
よ
っ
て
も
、
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
圏
内
法
上
の
「
正

当
防
衛
権
L

と
国
際
法
上
の
「
自
衛
権
」
の
根
本
的
な
相
違
は
、
一
応
、

次
の
よ
う
に
要
約
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
国
際
法
の
「
自
衛
権
」
が
国
際
社
会
で
占
め
る
地
位
は
、
圏
内
法

上
の
「
正
当
防
衛
権
」
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
。
「
正
当
防
衛
」
が
例
外
的

状
況
に
お
い
て
圏
内
法
体
系
中
救
済
が
及
、
ば
ぬ
部
分
で
行
使
さ
れ
る
の
に

対
し
、
「
自
衛
権
」
は
国
際
社
会
の
法
的
組
織
化
自
体
が
未
熟
な
状
態
に
お

い
て
、
実
際
上
国
家
の
諸
権
利
を
防
衛
す
る
最
後
の
し
か
し
通
常
の
手
段

と
し
て
行
使
さ
れ
て
き
た
。

②
「
自
衛
権
L

の
本
質
に
か
か
わ
る
発
動
の
主
体
は
国
家
と
い
う
抽
象

的
法
人
格
(
国
家
権
力
担
当
者
が
意
思
決
定
)
で
あ
っ
て
、
「
正
当
防
衛
」

の
場
合
の
よ
う
な
具
体
的
生
命
あ
る
人
間
個
人
の
相
互
間
の
問
題
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
正
当
防
衛
」
の
行
動
の
範
囲
は
、
攻
撃
者
と
の
聞
に

せ
ま
く
限
定
さ
れ
る
が
、
「
自
衛
権
」
に
基
づ
く
武
力
行
動
の
影
響
範
囲
は

国
民
全
体
に
及
ぶ
。
ま
た
「
正
当
防
衛
」
の
場
合
は
、
突
発
的
な
反
射
行

北法38(5-6・1-208) 1244 
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為
と
し
て
、
血
肉
情
動
あ
る
人
間
の
反
撃
で
あ
る
か
ら
哨
嘆
の
自
動
的
行

動
だ
が
、
国
の
「
自
衛
権
」
の
発
動
は
、
国
家
の
諸
利
益
を
防
衛
す
る
た

め
、
整
備
強
化
さ
れ
た
軍
事
力
を
用
い
、
熟
慮
、
決
断
さ
れ
た
政
策
遂
行

の
意
味
を
も
っ
場
合
が
多
い
。

③
国
の
「
自
衛
権
」
発
動
の
結
果
は
甚
大
で
、
個
人
の
「
正
当
防
衛
」

の
そ
れ
と
は
比
較
を
絶
す
る
。
後
者
の
効
果
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
前
者
に
よ
る
軍
事
行
動
は
、
侵
害
行
為
に
よ
る
損
害
に
加
重
し

て
、
数
百
万
、
数
千
万
、
数
億
と
い
う
、
国
民
全
体
さ
ら
に
他
国
民
に
も

影
響
し
、
核
戦
争
に
な
れ
ば
人
類
絶
滅
も
起
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
戦
争

が
起
ら
な
く
て
も
、
軍
備
と
戦
争
準
備
の
た
め
人
民
の
経
済
・
生
活
・
自

由
に
重
大
な
圧
迫
・
制
約
を
加
え
る
。

④
国
の
「
自
衛
権
」
の
発
動
の
適
法
性
に
つ
い
て
裁
判
的
・
事
後
的

統
制
を
行
な
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
あ
る
い
は
不
可
能
で
あ
り
、
園

内
法
上
個
人
の
「
正
当
防
衛
」
行
為
を
ほ
と
ん
ど
完
全
に
裁
判
的
に
統
制

し
う
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
国
内
法
上
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
国
際
法
上
の
「
自

衛
権
」
は
、
そ
の
表
見
的
で
皮
相
な
類
似
性
と
感
情
的
・
粗
大
な
類
推
思

考
に
よ
っ
て
、
同
一
視
し
あ
る
い
は
近
似
的
現
象
と
錯
覚
さ
れ
が
ち
で
あ

り
、
そ
れ
が
)
般
民
衆
の
み
な
ら
ず
、
法
学
者
に
も
影
響
し
、
両
者
の
板

本
的
相
違
の
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
を
妨
げ
、
科
学
的
・
理
性
的
認
識
と

対
策
の
思
考
を
阻
害
し
て
い
る
高
度
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
こ
の
相
違
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
圏
内
社
会
に
お
け
る
法
組

織
化
の
完
備
に
対
し
て
国
際
社
会
に
お
け
る
法
組
織
化
が
遅
れ
、
未
だ
十

分
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
、
圏
内
・
国
際
社
会
の
法
組
織
化
の

構
造
的
相
違
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
二
点
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、

「
現
代
国
際
法
上
の
自
衛
権
」
(
つ
い
で
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
自
衛

権
」
)
に
つ
い
て
、
科
学
的
・
理
性
的
で
厳
密
な
検
討
を
進
め
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。

①
園
内
法
上
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
の
非
科
学
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
思

考
を
、
キ
ツ
パ
リ
と
断
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
際
法
上
の
「
自
衛

権
」
は
、
現
代
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
、
歴
史
的
進
歩
の
あ
と
を
た
ど

り
つ
つ
厳
密
に
、
そ
の
意
義
・
内
容
・
限
界
を
明
確
に
す
る
よ
う
努
む
べ

き
で
あ
る
。

②
圏
内
法
に
比
べ
て
、
国
際
法
の
国
際
社
会
の
組
織
化
(
諸
制
度
の

整
備
)
は
未
熟
な
点
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
国
際
法
論
上
の
「
自

衛
権
」
論
に
お
い
て
、
国
際
平
和
の
法
組
織
化
の
未
熟
性
を
援
用
(
「
正
当

防
衛
権
」
の
類
推
適
用
)
す
る
こ
と
に
よ
り
、
た
だ
ち
に
実
力
(
暴
力
)

行
使
を
拡
張
的
に
容
認
す
る
こ
と
は
、
短
絡
な
い
し
組
大
な
誤
り
で
あ
る
。
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現
代
国
際
法
・
国
際
組
織
法
が
、
歴
史
的
に
、
ま
た
国
際
法
学
説
の
努
力

と
進
歩
に
よ
っ
て
、
各
主
権
国
家
の
「
自
衛
権
」
に
如
何
な
る
禁
止
と
制

限
を
課
し
て
い
る
か
を
厳
密
に
追
及
し
明
確
な
ら
し
め
る
こ
と
が
要
請
さ

れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
項
(
三
)
に
お
い
て
は
、
右
二
点
を
ふ
ま
え
て
、
現
代
国
際
法
上
の

「
自
衛
権
」
概
念
を
、
歴
史
的
進
歩
に
そ
っ
て
紙
数
の
ゆ
る
す
か
ぎ
り
厳

密
に
検
討
す
る
こ
と
に
努
め
よ
う
。

小
暮
得
雄
「
正
当
防
衛
」
刑
法
講
座
2
巻
(
有
斐
閣
、
一
九
六

三
年
)
一
一
一
九
J
一
四
五
頁
。
阿
部
純
二
「
緊
急
避
難
」
全
、
一

四
六
|
一
五
九
頁
。
高
橋
敏
雄
「
自
救
行
為
」
全
、
一
八

O
l
一

九
五
頁
。

斉
藤
金
作
「
緊
急
行
為
」
刑
事
法
講
座
第
一
巻
(
有
斐
閣
、
一

九
五
二
年
)
二
三
五
|
二
四
八
頁
。

曽
根
威
彦
「
緊
急
行
為
」
現
代
刑
法
講
座
第
二
巻
(
成
文
堂
、

一
九
七
九
年
)
五
五
|
七
八
頁
、
参
照
。

(
3
)

斉
藤
信
治
「
正
当
防
衛
」
判
例
刑
法
研
究
2
(有
斐
閣
、

八
一
年
)
五
五
|
九
八
頁
。

山
中
敬
一
『
正
当
防
衛
の
限
界
』
(
成
文
堂
、

照。

(2) 

九

一
九
八
五
年
)
参

F
S凹
宮
〈

N
Oロ
司
巾
}
♂
円
、
白
ロ
O
同一

oロ

rHmm也
氏
同
吋
凶
巾
仏

m
p
g巾
巾
ロ

門日円

O

R

E
同
巾
吋
ロ
白
色
。
ロ
白
-
ー

1
1
同
匂
巾
吋

m
z
E印
件
。
ユ
門
吉
巾
巾
仲
℃
ユ
ロ
-

a冨
一
己
何
回
凹
匂

mwng
仏
己
官
。

σ
5
5巾
(
H
F
(
い
。
ョ
ヨ
一
回
色
。
ロ
)
岡
山
田
℃
℃
。
吋
仲

間
】
円
。
三
回
包
括
w

〉
ロ
ロ
ロ
同
町
巾
円
口
忠
一
円
三
内
田
市

U
g
x
円
口
広
『
ロ
白
巴
。
ロ
回
「

〈。-・印
A
Y
H
由吋印・同】・由
l
H
0

・

(
5
)
N
O
C吋巾

w・
5
-
P
匂・

5
ー
ロ
・
拙
稿
「
平
和
憲
法
は
冬
眠
し
て
い
る

か
L

法
律
時
報
五
六
巻
六
号
(
一
九
八
四
年
五
月
)
二
八
頁
。
拙

著
前
掲
『
平
和
憲
法
の
弁
証
』
一
八
八
、
二

O
一
l
ニ
O
五
頁
。

(6)

田
岡
良
一
『
国
際
法
上
の
自
衛
権
(
補
訂
版
)
』
(
勤
草
書
房
、

一
九
八
一
年
)
一
二
八
頁
、
参
照
。
た
だ
し
、
同
書
と
本
筆
者

の
基
本
姿
勢
は
異
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
社
会
が
圏
内
社
会
に
比

べ
て
法
的
救
済
機
構
が
未
組
織
か
つ
不
完
全
な
る
が
ゆ
え
に
、
各

国
の
武
力
に
よ
る
自
力
救
済
権
を
広
く
認
め
る
法
律
論
(
「
国
際
法

が
国
家
に
認
め
る
武
力
行
使
の
最
高
の
枠
」
の
「
合
理
的
な
限
界
」

(
三
七
八
頁
)
)
を
構
成
す
る
(
憲
章
五
一
条
の
「
武
力
攻
撃
が
発

生
し
た
場
合
」
を
よ
り
広
く
自
衛
の
武
力
行
使
を
認
め
る
)
と
い

う
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
ま
さ
に
そ
の
「
自
力
救
済
」
の
拡
大
濫

用
の
危
険
性
と
結
果
の
斎
ら
す
惨
禍
(
構
造
、
本
質
、
規
模
、
救

済
手
段
欠
除
に
よ
る
)
を
抑
制
す
る
た
め
に
こ
そ
、
憲
章
五
一
条

が
厳
し
い
限
定
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

(
4
)
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武
力
行
使
の
厳
格
な
法
的
抑
制
と
そ
れ
を
実
際
に
機
能
せ
し
め
る

諸
条
件
整
備
の
政
治
的
努
力
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

際
社
会
の
法
的
、
政
治
的
組
織
化
が
進
む
(
国
際
社
会
の
機
構
と

機
能
の
根
本
的
改
造
に
も
つ
な
が
る
)
と
い
う
、
基
本
姿
勢
に
お

い
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
田
岡
説
の
帰
結
は
、
そ
の

種
々
の
傾
聴
す
べ
き
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
力
行
使
の
重
大

な
結
果
に
対
す
る
配
慮
の
不
足
と
、
武
力
へ
の
期
待
の
や
や
時
代

遅
れ
の
観
念

(
P
K
O方
式
が
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
は
単
な
る

遇
然
で
は
あ
る
ま
い
て
自
衛
権
観
念
の
ほ
と
ん
ど
自
己
保
存
権
的

自
衛
権
に
ま
で
拡
張
さ
れ
か
ね
な
い
拡
大
解
釈
(
そ
の
「
最
高
の

枠
」
内
で
の
武
カ
行
使
も
法
的
非
難
に
値
し
な
い
か
ら
、
横
行
を

抑
制
す
る
の
は
政
治
で
し
か
な
い
)
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
次
・

第
二
次
大
戦
後
の
戦
争
の
違
法
化
の
現
代
国
際
法
上
の
抑
制
努
力

を
無
に
帰
せ
し
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
筆
者
は
採
り
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
際
法
学
者
と
し
て

も、

N
2
5
w
-
∞吋
0
4
司
三
万
、
田
畑
茂
二
郎
、
高
野
雄
一
、
宮
崎
繁

樹
教
授
ら
の
解
釈
に
基
本
的
賛
意
を
表
す
る
。
な
お
、
後
掲
注
(
百
)

参
照
。拙
著
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』

二
節
二
項

ωω
、
三
節
二
項
、
参
照
。

7 

一
章
一
節
二
項

ωω
、

一一、
現
代
国
際
法
に
お
け
る
「
自
衛
権
」
を
め
ぐ
る

法
と
学
説
の
歴
史
的
進
歩
の
再
検
討

戦
争
の
違
法
化

l
一
般
的
禁
止
と
「
自
衛
権
」
の
留
保
の
世
界
的
体
制

を
樹
立
し
た
不
戦
条
約
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
に
も
直
接
的
影
響
を
与

え
焔
)
(
た
だ
し
ど
の
よ
う
な
影
響
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
後
述
)
。
不

戦
条
約
に
重
点
を
お
き
つ
つ
、
国
際
連
盟
以
来
国
際
連
合
に
い
た
る
現
代

国
際
法
に
お
け
る
寸
自
衛
権
L

を
め
ぐ
る
法
的
規
制
の
歴
史
的
過
程
を
再

検
討
し
よ
う
。

川
国
際
連
盟

二
、
一
三
、

国
際
連
盟
(
一
九
二

O
年
一
月
成
立
)
は
、
規
約
一

一
五
条
に
お
い
て
、
紛
争
を
仲
裁
裁
判
ま
た
は
司
法
的
解
決

に
付
託
す
る
か
、
連
盟
理
事
会
に
付
託
し
判
決
な
い
し
理
事
会
の
全
会
一

致
の
報
告
書
に
従
わ
な
い
国
に
対
し
て
、
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
が
許
さ
れ

た
。
し
た
が
っ
て
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
は
一
般
に
不
法
と
さ
れ
、
連
盟
規

約
に
違
反
し
て
戦
争
に
訴
え
る
国
が
あ
れ
ば
、
連
盟
加
盟
国
全
体
に
よ
る

制
裁
が
加
え
ら
れ
る
(
規
約
一
六
条
)
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

場
合
以
外
の
違
法
行
為
に
よ
る
被
害
国
は
、
そ
の
権
利
防
衛
の
た
め
に
戦

争
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
連
盟
規
約
は
、
当
事
国
に

従
来
任
せ
ら
れ
て
い
た
戦
争
の
正
当
性
の
判
断
を
公
平
な
第
三
者
機
関
に

委
ね
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
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を
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
戦
争
の
違
法
化
を
徹
底
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
勢
力
均
衡
の
原
始
的
シ
ス
テ
ム
と
集
団
的
安

全
保
障
(
構
成
員
各
国
の
国
際
的
安
全
が
他
の
構
成
国
全
体
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
る
)
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
と
の
妥
協
」
と
い
わ
れ
、
「
自
衛
権
」
に

基
づ
く
戦
争
(
い
わ
ん
や
武
力
行
動
)
を
正
当
化
す
る
必
要
す
ら
生
じ
な

い
ほ
ど
、
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
の
一
般
的
禁
止
は
唆
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。

い
っ
た
い
一
八
・
一
九
世
紀
の
支
配
的
観
念
と
実
行
は
、
「
自
衛
権
」
と

い
う
よ
り
「
自
己
保
存
権
」
な
い
し
「
自
存
権
」
(
己

g
R
号

g
ロ
8
2巳
Z
P

ユ
mzor色町・胃
2
2〈
包
守
口
)
で
あ
り
、
主
権
国
家
の
基
本
権
と
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
、
自
己
の
存
在
を
維
持
し
自
己
の
存
在
に
必
要
な
す
べ
て

の
も
の
を
持
つ
権
利
(
国
家
は
他
国
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
撃
退
す
る
の

み
な
ら
ず
、
将
来
発
生
可
能
性
あ
る
攻
撃
を
予
防
す
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
を

と
り
う
る
)
、
お
よ
び
自
己
を
完
成
し
自
己
を
発
展
さ
せ
拡
大
す
る
権
利

(
国
家
は
そ
の
経
済
力
軍
事
力
を
増
強
し
、
そ
の
福
利
を
増
進
し
、
物
資

を
獲
得
し
領
土
を
拡
大
し
、
資
源
を
開
発
し
う
る
)
、
と
さ
れ
て
き
た
。
戦

争
あ
る
い
は
武
力
行
使
に
訴
え
る
こ
と
は
諸
列
強
の
カ
の
政
策
(
「
砲
艦
外

交
」
、
植
民
地
獲
得
・
支
配
)
に
よ
っ
て
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
、
国
際
社
会

は
無
政
府
状
態
に
放
置
せ
ら
れ
、
国
際
法
は
そ
の
よ
う
な
暴
力
の
行
使
を

戦
時
お
よ
び
平
時
に
お
い
て
規
制
す
る
ル
|
ル
(
戦
争
の
法
〕

5
吉

σ巾
=
。
)
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
宣
戦
に
よ
っ
て
(
そ
の
義
務
を
否
定
す
る
学

説
す
ら
あ
っ
た
)
平
時
国
際
法
は
何
時
で
も
戦
時
国
際
法
に
転
換
さ
れ
え

た
。
そ
の
よ
う
な
国
際
社
会
の
現
実
に
対
応
し
て
、
「
勢
力
均
衡
L

の
格
律
、

近
代
憲
法
に
お
け
る
平
戦
二
元
の
構
造
(
宣
戦
に
よ
る
執
行
権
の
権
力
集

中
、
人
権
の
侵
害
抑
制
)
が
存
続
し
て
今
日
に
及
び
、
上
述
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
征
服
(
侵
略
)
戦
争
禁
止
原
則
等
は
稀
な
例
外
で
あ
り
、
平
和
の
思

想
と
運
動
は
権
力
政
治
の
現
実
を
変
え
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

マ
令
。

国
際
連
盟
が
、
旧
大
陸
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)
の
「
勢
力
均
衡
」
の
力
の
政

策
に
よ
る
相
互
破
壊
と
地
盤
沈
下
に
対
し
、
新
大
陸
(
ア
メ
リ
カ
)
の
ウ
ィ

ル
ソ
ン
に
よ
る
「
集
団
的
安
全
保
障
」
に
よ
る
侵
路
戦
争
違
法
化
を
め
ざ

す
世
界
平
和
の
組
織
化
の
試
み
が
、
欧
州
の
自
由
主
義
民
主
主
義
的
平
和

思
想
と
運
動
に
総
合
さ
れ
て
(
前
掲
拙
著
、
第
一
節
一
章
二
、
三
節
の
二

項
)
、
と
も
か
く
も
樹
立
さ
れ
た
こ
と
の
世
界
史
上
の
劃
期
的
意
義
は
、
決

し
て
過
小
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
か
な
り
具
体
的
・
詳
細
な

軍
縮
規
定
を
置
い
た
こ
と
も
(
八
条
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は

上
述
の
よ
う
に
、
「
妥
協
」
の
産
物
と
し
て
、
た
し
か
に
、
「
武
力
行
使
に

訴
え
る
こ
と
を
完
全
に
禁
止
す
る
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
す
る
こ
と
を
欲
し
な

か
っ
た
」
し
、
戦
争
の
違
法
化
を
明
確
に
せ
ず
、
伝
統
的
「
自
己
保
存
権
」

に
基
づ
く
武
力
行
使
す
ら
黙
認
す
る
余
地
を
残
し
た
。

連
盟
を
中
心
に
、
そ
の
後
の
世
界
平
和
へ
の
国
際
法
上
の
努
力
は
、
二
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つ
の
方
向
を
と
る
(
両
者
は
度
々
結
び
つ
く
)
。

一
つ
は
、
軍
事
的
武
力
行
使
に
訴
え
る
こ
と
を
禁
止
し
、
し
た
が
っ
て

「
自
衛
権
」
概
念
を
明
確
化
(
な
い
し
限
定
)
す
る
こ
と
、
他
は
「
侵
略
」

概
念
を
明
確
に
し
、
侵
略
戦
争
を
刑
事
犯
罪
化
す
る
方
向
で
あ
る
。
前
者

の
努
力
の
成
果
と
し
て
、
一
九
二
四
年
の
「
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
た
め

プ
ロ
ト
コ

t
ル

の
議
定
書
」
(
ジ
ュ
ネ
1
ヴ
議
定
書
)
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の

理
念
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
っ
た
(
拙
著
、
一
章
三
節
二
項
川
)
し
、
世

界
的
レ
ベ
ル
で
の
国
際
的
安
全
確
保
の
問
題
を
全
面
的
に
解
決
し
よ
う
と

す
る
連
盟
時
代
の
「
最
後
の
試
み
」
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
連
盟
総
会
全

員
一
致
で
採
択
さ
れ
た
が
、
発
効
に
は
至
ら
な
か
っ
た
)
。
し
か
し
、
こ
の

世
界
平
和
の
構
想
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
「
議
定
書
L

の
研
究
に
お
い

て
、
国
際
法
学
者
ウ
ェ

l
べ
l
ル
ク
の
指
摘
し
た
次
の
一
節
は
、
今
日
改

め
て
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

寸
ジ
ュ
ネ
i
ヴ
議
定
書
と
と
も
に
、
戦
争
に
よ
っ
て
白
か
ら
を
防
衛
す
る

義
務
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
、
重
大
な
誤
り
で
あ
る
。

私
は
、
逆
に
、
次
の
よ
う
な
原
則
を
確
立
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

グ
l
ル
・
ヂ
フ
ァ
ン
シ
ー
ヴ

防
衛
戦
争
を
放
棄
す
る
国
は
、
多
く
の
場
合
、
法
と
平
和
の
大
義
に
は

イ

マ

ン

ス

・

セ

ル

ピ

ス

か
り
知
れ
な
い
貢
献
を
な
す
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
国
は
、

シ
ユ
タ
セ
・
ヂ
・
ザ
ル
ム
・
プ
リ
ユ
タ
ル
ヴ
イ
ク
ト
ワ
l
ル
・
ヂ
ユ

-
F
ロ
ワ
・

野
蛮
な
軍
隊
の
成
功
よ
り
も
法
の
勝
利
に
よ
り
大
き
な
信
頼
を
寄
せ
る
こ

エ
ポ
ヴ
ク

-
F
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
一
方
ン

と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
過
渡
的
時
代
に
生
き
て

い
る
。
国
際
連
盟
は
、
今
日
か
ら
明
日
に
か
け
て
当
面
は
、
攻
撃
さ
れ
た

国
に
対
し
て
そ
の
国
の
諸
権
利
の
尊
重
を
常
に
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
自
ら
を
防
衛
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

と
り
わ
け
防
衛
(
反
撃
)
の
脅
威
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
征
服
し
よ
う

こ
し
た
ん
た
ん

と
虎
視
耽
々
た
る
諸
国
の
攻
撃
を
抑
制
し
う
る
ゆ
え
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

レ
ギ
エ
リ
エ
ー
ル
マ
ン

自
己
防
衛
権
を
諸
国
家
が
使
用
す
る
こ
と
が
正
常
だ
と
承
認
し
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
諸
国
家
が
国
際
連
盟
に
な
ん
ら
の
信
頼
も
寄
せ
な
い
こ
と
を

リ

デ

1

・

メ

1

ト

レ

ス

公
然
認
め
る
よ
う
な
こ
と
は
、
国
際
連
盟
の
依
っ
て
立
つ
基
本
観
念
を
傷

つ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
」

そ
の
時
か
ら
一

O
年
に
し
て
連
盟
を
脱
退
、
戦
争
に
突
入
、
二

O
年
後
、

憲
法
第
九
条
に
よ
っ
て
「
防
衛
戦
争
を
放
棄
す
る
国
」
と
な
っ
た
日
本
が
、

法
と
国
連
に
対
す
る
寸
信
頼
」
に
賭
け
た
こ
と
の
世
界
の
「
法
と
平
和
の

大
義
」
に
対
す
る
「
は
か
り
し
れ
な
い
貢
献
」
可
能
性
を
示
唆
し
て
重
要

で
あ
る
。

山
不
戦
条
約
(
戦
争
拠
棄
ニ
関
ス
ル
条
約
、
一
九
二
八
年
八
月
二
七

日
署
名
、
一
九
二
九
年
七
月
二
四
日
発
効
、
日
本
政
府
は
「
其
ノ
各
自
ノ

人
民
ノ
名
ニ
が
テ
」
を
留
保
し
一
九
二
九
年
六
月
二
七
日
批
准
、
七
月
二

四
日
発
効
)
は
、
連
盟
規
約
が
二
疋
の
条
件
に
反
す
る
戦
争
だ
け
を
禁
止

し
た
の
に
対
し
、
戦
争
を
一
般
的
に
禁
止
し
た
。
既
に
拙
著
で
検
討
し
た
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と
お
り
、
(
一
章
三
節
二
項

ω印
)
プ
リ
ア
ン
、
ケ
ロ
ッ
グ
、
シ
ョ
ッ
ト
ウ
ェ

ル
ら
の
集
団
的
安
全
保
障
観
に
基
づ
く
(
侵
略
)
戦
争
違
法
化
原
則
と
、

レ
1
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
、
デ
ュ

1
イ
l
、
ボ

l
ラ
ら
の
戦
争
非
合
法
化
原
則
と

の
総
合
な
い
し
妥
協
の
作
品
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
に
後
者
が
直

接
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
戦
争
の
一
般
的
違
法
化
原
則

が
世
界
的
に
承
認
(
条
約
上
の
義
務
と
)
さ
れ
、
連
盟
の
制
裁
戦
争
の
ほ

か
自
国
の
自
衛
戦
争
の
み
が
例
外
と
な
る
。
「
自
衛
権
」
概
念
が
本
条
約
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
国
際
法
上
の
戦
争
の
合
法
・
違
法
性
を
決
定
す
る
鍵

概
念
と
し
て
の
重
要
性
を
浮
彫
り
に
す
る
こ
と
と
に
な
っ
た
。
次
に
、
主

要
条
文
(
前
文
お
よ
び
三
条
以
下
略
)
を
引
用
し
て
お
く
。

第
一
条
[
戦
争
放
棄
の
宣
言
]
締
約
国
ハ
国
際
紛
争
解
決
ノ
為
戦
争
ニ

訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
非
ト
シ
且
其
ノ
相
互
関
係
ニ
珍
テ
国
家
ノ
政
策
ノ
手
段

ト
シ
テ
ノ
戦
争
ヲ
弛
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
其
ノ
各
自
ノ
人
民
ノ
名
ニ
珍
テ
厳

粛
ニ
宣
言
ス

第
二
条
[
紛
争
の
平
和
的
解
決
義
務
]
締
約
国
ハ
相
互
間
ニ
起
ル
コ
ト

ア
ル
ベ
キ
一
切
ノ
紛
争
又
ハ
紛
議
ハ
其
ノ
性
質
又
ハ
起
因
ノ
如
何
ヲ
問

ハ
ズ
平
和
的
手
段
ニ
依
ル
ノ
外
之
ガ
処
理
又
ハ
解
決
ヲ
求
メ
ザ
ル
コ
ト

ヲ
約
ス

不
戦
条
約
に
は
、
そ
の
前
文
お
よ
び
条
項
(
三
カ
条
)
に
、
明
文
上
な

ん
ら
自
衛
権
の
留
保
を
付
し
て
い
な
い
(
「
戦
争
の
非
合
法
化
」
思
想
と
運

動
か
ら
は
「
自
衛
」
戦
争
を
区
別
し
て
明
示
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
不
可

能
だ
っ
た
)
。
し
か
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
(
拙
著
、
一
章
三
節
ニ
項

ω

同
)
、
条
約
商
議
、
起
草
過
程
に
お
い
て
「
自
衛
権
」
の
留
保
に
つ
い
て
度
々

確
認
さ
れ
、
と
く
に
一
九
二
八
年
六
月
二
三
日
ア
メ
リ
カ
(
ケ
ロ
ッ
グ
)

の
他
の
条
約
署
名
国
宛
の
ノ

l
ト
(
覚
え
書
き
て
ま
た
、
同
年
七
月
一
四

臼
の
フ
ラ
ン
ス
(
ブ
リ
ア
ン
)
書
簡
も
、
以
下
の
よ
う
に
明
確
に
「
自
衛

(ロ)

権
L

を
確
認
し
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
の
不
戦
条
約
案
に
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
自
衛
権

を
制
限
し
ま
た
は
害
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
こ
の
権
利
は
あ
ら
ゆ
る
国

家
の
主
権
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
条
約
に
黙
示
的
に
含

ま
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
、
常
に
ま
た
そ
の
条
約
に
含
ま
れ
る
あ

ら
ゆ
る
条
項
に
か
か
わ
り
な
く
、
攻
撃
ま
た
は
侵
入
に
対
し
て
自
国
の
領

土
を
防
衛
す
る
自
由
が
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る
事
情
が
自
衛
の
た
め
の
戦

争
に
訴
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
そ
の
国
の
み
が
決

定
す
る
権
限
を
も
っ
。
も
し
そ
の
国
が
良
き
実
例
を
示
す
な
ら
ば
、
世
界

は
そ
れ
を
賞
讃
し
、
そ
の
行
動
を
非
難
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の

譲
渡
し
え
な
い
権
利
を
条
約
に
よ
っ
て
明
示
的
に
認
め
る
こ
と
は
、
侵
略

を
定
義
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
に
お
い
て
と
同
様
の
困
難
を
生
ぜ

し
め
る
。
そ
れ
ら
は
同
一
の
問
題
で
あ
っ
て
、
た
だ
別
な
側
面
か
ら
取
り

上
げ
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
条
約
の
条
項
も
自
衛
と
い
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う
自
然
権
に
何
も
加
え
る
も
の
は
な
い
。
無
法
者
に
と
っ
て
は
、
協
定
さ

れ
た
定
義
に
一
致
す
る
よ
う
に
事
件
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も

容
易
で
あ
る
か
ら
、
条
約
に
よ
っ
て
自
衛
の
法
的
概
念
を
規
定
す
る
こ
と

は
平
和
の
た
め
に
利
益
と
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
」

そ
れ
に
対
し
、
プ
リ
ア
ン
書
簡
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら

の
解
釈
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
う
る
。
新
条
約
に
お
け
る
い
か
な
る
も

の
も
い
か
な
る
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
自
己
を
防
衛
す
る
権
利

E
B
U
号
最
同
吉
田
巾
宮
司
印
。
ロ
ロ
巾
ロ
巾
)
を
制
限
し
た
り
危
う
く
す
る
も
の

で
は
な
い
。
各
国
は
こ
の
点
に
つ
い
て
常
に
、
攻
撃
ま
た
は
侵
入
に
対
し

自
国
の
領
土
を
防
衛
す
る
こ
と
に
自
由
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
。
」

こ
の
よ
う
に
、
不
戦
条
約
の
正
文
上
の
絶
対
的
と
も
い
え
る
戦
争
の
放

棄
お
よ
び
一
切
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
原
則
と
、
覚
え
書
き
で
留
保
さ

れ
た
「
自
衛
権
」
に
基
づ
く
各
国
の
自
由
な
決
定
に
よ
る
領
土
防
衛
と
反

撃
の
許
容
と
は
、
矛
盾
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
結
局
こ
の
鬼
門
は
避

け
て
暖
昧
な
ま
ま
「
妥
協
」
し
た
も
の
と
筆
者
は
み
る
。
す
な
わ
ち
、
不

戦
条
約
の
成
立
に
推
進
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
「
戦
争
非
合
法
化
」
の

思
想
に
よ
れ
ば
、
戦
争
と
い
う
制
度
を
侵
略
と
自
衛
の
区
別
な
く
(
自
衛

戦
争
を
含
め
て
)
廃
止
し
非
合
法
化
(
違
法
化
を
徹
底
)
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
そ
の
趣
旨
は
一
応
条
約
正
文
で
は
貫
か
れ
た
。
し
か
し
「
自
衛
権
」

に
基
づ
く
領
土
防
衛
ま
で
も
否
定
し
て
は
条
約
の
多
遍
的
・
世
界
的
承
認

が
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
「
譲
歩
」
し
て
各
国
が
自
衛
の
戦
争
に
訴
え
る
か

否
か
の
判
断
権
を
も
っ
と
し
、
か
つ
「
自
衛
権
」
は
「
法
律
外
巾
凶
可
包
巾
ぬ
と
」

な
問
題
と
し
て
条
約
法
で
は
触
れ
な
い
。
し
か
し
一
切
の
紛
争
を
平
和
的

に
解
決
す
る
と
い
う
徹
底
し
た
原
則
へ
の
合
意
に
よ
っ
て
自
衛
戦
争
は
そ

の
「
法
的
地
位
は
疑
わ
し
い
」
も
の
と
解
釈
し
て
い
た
(
デ
ュ

1
イ
)
、
と

考
え
る
。
い
わ
ば
、
「
戦
争
非
合
法
化
」
論
者
が
、
実
を
す
て
て
名
を
取
っ

た
の
に
対
し
て
、
多
く
の
諸
列
強
の
法
律
家
達
は
名
を
す
て
て
実
を
と
り

(
原
則
と
例
外
を
逆
転
さ
せ
て
伝
統
的
な
国
際
法
上
の
「
自
衛
権
」
あ
る

い
は
「
自
存
権
」
に
基
づ
い
て
す
ら
、
実
際
上
は
自
国
の
主
権
的
判
断
に

よ
り
戦
争
が
で
き
る
と
解
釈
し
え
た
の
で
あ
る
。
「
満
州
事
変
」
以
来
太
平

洋
戦
争
に
い
た
る
軍
国
主
義
日
本
は
、
そ
の
裏
面
を
実
証
し
、
日
本
国
憲

法
は
そ
の
失
敗
を
再
び
せ
ぬ
よ
う
正
面
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に

な
る
、
と
筆
者
は
解
し
て
い
る
。

事
実
、
満
州
事
変
の
進
行
に
伴
い
、
国
際
連
盟
の
介
入
(
リ
ッ
ト
ン
調

査
団
派
遣
)
に
対
し
て
、
わ
が
国
は
、
不
戦
条
約
違
反
の
糾
断
を
か
わ
す

た
め
に
、
米
仏
英
ポ
ー
ラ
ン
ド
等
の
「
自
衛
権
留
保
」
声
明
を
総
動
員
し

て
援
用
し
焔
)
。
国
際
連
盟
は
結
局
そ
れ
を
認
め
ず
、
日
本
は
連
盟
を
脱
退
、

連
盟
崩
壊
の
原
因
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
後
、
東
京

国
際
軍
事
法
廷
(
ま
た
ニ
ュ

i
ル
ン
ベ
ル
ク
法
廷
)
に
お
い
て
、
そ
れ
が

「
自
衛
権
」
を
口
実
と
す
る
不
戦
条
約
違
反
の
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
と
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判
断
さ
れ
責
任
者
個
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
処
罰
さ
れ
、
条
約
が
、
た
ん

な
る
道
義
的
あ
る
い
は
政
治
的
効
果
の
問
題
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
条

件
が
整
え
ば
法
的
意
義
が
あ
り
、
違
反
国
の
責
任
者
を
刑
事
裁
判
で
処
罰

す
る
法
的
効
果
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

(
ニ
ュ

l
ル
ン
ベ
ル
ク
、
東
京
国
際
軍
事
法
廷
は
、
将
来
の
よ
り
完
全
で

公
平
な
世
界
的
法
廷
へ
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
そ
し
て
意
義
が
あ
る
と
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
。

不
戦
条
約
自
体
の
欠
陥
な
い
し
限
界
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
①
そ

こ
で
禁
止
な
い
し
放
棄
さ
れ
た
戦
争
は
「
国
際
紛
争
解
決
ノ
為
{
ノ
)
戦

争
」
「
国
家
ノ
政
策
ノ
手
段
ト
シ
テ
ノ
戦
争
」
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
侵

略
戦
争
」
の
み
、
お
よ
び
②
自
衛
戦
争
の
概
念
が
暖
味
で
あ
る
こ
と
(
留

保
さ
れ
た
「
自
衛
権
」
と
は
、
自
国
領
土
に
対
す
る
攻
撃
に
対
す
る
防
衛

の
み
な
ら
ず
、
自
国
の
安
寧
と
保
全
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
あ
ら

ゆ
る
地
域
に
対
す
る
攻
撃
に
対
し
て
防
衛
す
る
権
制
を
含
む
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
地
域
的
限
定
が
な
い
)
、
ま
た
、
③
戦
争
に
至
ら
な
い
武
力
の

行
使
の
禁
止
に
ま
で
徹
底
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
④
国
際
紛
争

の
平
和
的
解
決
の
た
め
の
具
体
的
手
段
が
設
け
ら
れ
ず
、
⑤
戦
争
の
合
法

性
を
公
正
に
決
定
す
る
第
三
者
的
機
関
が
用
意
さ
れ
ず
、
⑥
違
反
に
対
す

る
制
裁
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
不
戦
条
約
を
世
界
平
和
の
た
め
に
活
用
な
い
し
補
充

し
よ
う
と
い
う
連
盟
内
外
の
そ
の
後
の
努
力
や
学
説
に
注
目
す
べ
き
も
の

が
少
な
く
な
い
。
右
の
問
題
点
に
そ
く
し
て
逐
一
検
討
し
よ
う
。

①
侵
略
戦
争
を
犯
罪
と
す
る
連
盟
総
会
の
上
述
一
九
二
四
年
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
議
定
書
の
採
択
、
一
九
二
七
年
九
月
二
四
日
総
会
決
議
(
侵
略
戦

争
は
国
家
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
の

で
、
そ
れ
は
国
際
犯
罪
を
構
成
す
る
。
満
場
一
致
)
、
ま
た
不
戦
条
約
の
厳

粛
な
禁
止
条
項
が
(
明
文
の
犯
罪
化
規
定
で
は
な
い
が
)
「
刑
事
的
規
範
性
」

を
も
つ
こ
と
を
示
し
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
東
京
裁
判
に
お
い
て
「
平
和

に
対
す
る
罪
(
侵
略
戦
争
、
条
約
侵
犯
の
戦
争
、
そ
れ
ら
の
共
謀
)
と
し

て
処
罰
さ
れ
た
(
ま
た
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
諸
原
則
」
が
国
連
総
会
に

よ
り
一
九
四
六
年
一
二
月
一
一
日
決
議
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
現
代
国
際
法

の
一
部
と
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
)
。
ま
た
、
一
九
三
三
年
二
月
六
日
ソ
連
が

侵
略
の
法
的
定
義
を
提
案
し
て
(
軍
縮
会
議
一
般
委
員
会
)
以
来
、
論
議

が
続
け
ら
れ
、
一
九
三
三
年
七
月
三
・
四
・
五
日
ロ
ン
ド
ン
協
定
と
な
り
、

東
中
欧
・
バ
ル
カ
ン
諸
国
が
締
約
国
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
こ
の
種
努
力

が
続
き
、
一
九
七
四
年
、
国
際
連
合
総
会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
「
侵
略
の
定

義
」
が
採
択
さ
れ
る
。

②
「
自
衛
権
」
な
い
し
「
自
衛
L

は
「
侵
略
」
と
表
裏
一
体
的
関
係
に

お
い
て
、
「
侵
略
」
の
定
義
に
対
応
し
て
、
一
定
の
明
確
化
の
努
力
や
寄
与

が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
(
連
盟
安
全
問
題
委
員
会
の
侵
略
の
定
義
協
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現代国際法上の自衛権についての一考察

定
案
中
等
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
自
衛
権
」
の
拡
張
解
釈
は
、
軍
国
主
義

化
し
た
日
独
伊
の
み
な
ら
ず
、
英
米
等
に
も
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

本
来
内
在
し
た
「
カ
の
均
衡
」
の
現
実
の
側
面
が
、
弱
体
な
「
集
団
的
安

全
保
障
」
体
制
を
崩
壊
さ
せ
、
不
戦
条
約
の
「
自
衛
権
」
の
暖
昧
さ
を
濫

用
す
る
軍
事
的
侵
略
行
動
を
放
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
自
衛
権
」
問
題
が
、
連
盟
・
不
戦
条
約
の
世
界
平
和
構
想
を
瓦
壊
さ
せ

る
致
命
的
盲
点
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
、
悲
劇
的
で
重
大
な
失
敗
の
経
験
か
ら
、
「
自
衛
権
」
を
め

ぐ
っ
て
、
戦
争
一
般
の
違
法
化
に
よ
る
国
際
法
の
体
系
中
の
自
衛
権
の
地

位
の
根
本
的
変
化
、
自
衛
権
に
よ
り
保
護
さ
る
べ
き
目
的
と
し
て
の
福
利

は
何
か
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
認
容
さ
れ
る
手
段
い
か
ん
、
自
衛

権
行
使
を
正
当
化
で
き
る
条
件
・
期
限
、
そ
し
て
国
際
的
共
同
体
・
国
際

法
が
い
か
に
し
て
実
効
的
統
制
を
及
ぽ
す
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
問
題
点

に
つ
い
て
「
自
衛
権
」
概
念
を
具
体
的
に
明
確
化
す
る
必
要
性
が
鮮
明
に

な
っ
た
こ
と
を
、
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
武
力
に
訴
え
る
こ
と
ま
で
禁

止
す
べ
き
で
は
な
い
か
に
つ
い
て
不
戦
条
約
以
後
、
後
者
に
ま
で
徹
底
す

べ
き
だ
と
い
う
国
際
的
動
向
が
強
く
な
っ
た
。
連
盟
軍
縮
会
議
に
お
い
て
、

英
仏
独
伊
四
カ
国
は
(
一
九
三
二
年
一
二
月
一
一
一
日
、
一
九
三
三
年
三
月

二
日
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
い
か
な
る
事
情
に
あ
っ
て
も
紛
争
を

，、?ル・ラ一・フオルス

「
武
力
に
よ
っ
て
」
解
決
し
な
い
こ
と
を
「
再
確
認
」
す
る
こ
と
を
声
明

し
て
お
り
、
同
軍
縮
会
議
安
全
問
題
委
員
会
が
「
侵
略
者
の
定
義
」
報
告

を
採
択
し
た
際
に
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
政
治
委
員
会
へ

の
報
告
書
中
、
報
告
者
ポ
リ
テ
ィ
ス
が
、
不
戦
条
約
締
結
前
に
「
戦
争
」

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
以
後
に
お
い
て
「
武
力
に
訴
え
る
」
こ
と

と
み
ら
れ
う
る
も
の
と
の
間
の
「
実
際
上
の
区
別
」
を
つ
け
る
こ
と
は
も

は
や
「
不
可
能
L

と
な
っ
た
と
い
う
「
確
信
」
が
次
第
に
定
着
し
つ
つ
あ

る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
軍
国
日
本
の
「
満
州
」
侵
攻
は

宣
戦
布
告
な
し
の
武
力
行
動
で
あ
り
、
不
戦
条
約
の
明
文
上
の
抵
鰯
を
避

け
な
が
ら
、
「
実
際
上
L

脱
法
行
為
を
行
な
い
、
当
時
の
連
盟
の
大
多
数
の

諸
国
の
「
確
信
」
に
反
し
て
独
走
し
た
わ
け
で
あ
る
。

④
⑤
⑥
に
つ
い
て
は
、
国
際
連
盟
に
よ
る
解
決
と
の
調
盤
)
が
問
題
に
な

る
が
、
不
戦
条
約
締
結
後
(
国
際
紛
争
平
和
処
理
議
定
書
が
一
九
二
八
年

成
立
、
翌
年
発
効
の
ほ
か
)
検
討
さ
れ
た
が
ほ
と
ん
ど
具
体
的
成
果
に
は

い
た
ら
な
い
。
一
九
三

O
年
に
連
盟
規
約
と
不
戦
条
約
の
調
和
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
、
理
論
的
に
注
目
す
べ
き
成
果
を
連
盟
に
提
出
し
た
が
、
規
約

修
正
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
連
盟
外
の
努
力
と
し
て
、
一
九
三
七
年
に
、

英
連
合
王
国
会
議
が
採
用
し
た
決
議
に
よ
れ
ば
、
国
際
的
紛
争
解
決
は
武

力
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
協
力
と
共
同
の
調
査
と
、
和
解
の
方
法
に
よ
っ

て
達
成
さ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
極
東
に
お
け
る
日
本
の
軍
事
的
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侵
攻
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
不
戦
条
約
違
反
の
い
か
な
る
事
態
も
協
定
も

ノ
ン
・
リ
コ
グ
ニ
シ
ヨ
ン

承
認
し
な
い
と
通
告
(
ス
チ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
、
不
承
認
主
義
)
、
満

州
国
も
承
認
し
な
か
っ
た
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
も
不
戦
条
約
違
反
の
日
本
の

武
力
行
使
を
強
硬
に
批
判
、
多
数
の
国
が
支
持
、
ソ
連
(
一
九
三
四
年
日

独
の
連
盟
脱
退
後
加
盟
、
不
戦
条
約
に
お
く
れ
て
加
わ
る
)
も
連
盟
に
お

い
て
厳
し
く
侵
略
を
批
判
し
た
。
一
九
三
五
・
六
年
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ

ピ
ア
侵
略
戦
争
に
対
し
て
連
盟
は
「
侵
略
」
と
断
定
し
経
済
制
裁
を
行
な
っ

た
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
連
盟
に
よ
る
軍
縮
努
力
は
結
局
失
敗
し

た
こ
と
も
す
で
に
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
(
拙
著
、
一
章
三
節
二
項
凶
)
。

結
局
、
日
独
伊
枢
軸
国
の
侵
略
行
動
を
制
止
し
え
ず
、
第
二
次
世
界
大

戦
に
突
入
し
、
連
盟
お
よ
び
不
戦
条
約
、
世
界
平
和
の
試
み
は
挫
折
し
た

の
だ
が
、
不
戦
条
約
の
国
際
法
原
則
は
、
上
述
の
前
進
的
努
力
と
教
訓
を

補
充
し
、
国
際
連
合
憲
章
に
よ
り
確
認
補
強
さ
れ
、
ニ
ュ

l
ル
ン
ベ
ル
ク
、

東
京
裁
判
に
よ
っ
て
一
定
の
法
的
実
効
性
を
確
保
し
て
、
現
在
も
実
定
国

際
法
と
し
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
④
⑤
⑥
の
建
設
的
努
力
と
世

界
平
和
組
織
の
整
備
強
化
な
く
し
て
、
次
の
戦
争
を
防
止
し
な
い
こ
と
を
、

重
大
な
警
告
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
⑥
に
つ
い
て
は
、
不

戦
条
約
の
欠
陥
と
い
う
よ
り
、
「
戦
争
非
合
法
化
」
論
が
固
執
し
た
よ
う
に
、

武
力
制
裁
自
体
が
戦
争
と
な
る
矛
盾
を
犯
さ
な
い
た
め
に
、
ま
た
、
制
裁

の
武
力
を
各
国
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
縮
実
現
を
阻
害
し
な
い
た

め
に
、
法
理
論
的
に
は
、
む
し
ろ
連
盟
ま
た
国
連
の
集
団
安
保
体
制
を
超

え
る
要
素
の
示
唆
と
し
て
、
改
め
て
実
効
性
担
保
方
法
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

国
際
法
学
の
泰
斗
シ
ヤ
ル
ル
・
ル
ツ
ソ

l
が
、
不
戦
条
約
が
圏
内
法
の

発
展
に
及
ぼ
し
た
稀
な
例
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
を
位
置
づ
け
た

の
は
正
当
で
あ
る
。
不
戦
条
約
に
加
盟
し
つ
つ
、
そ
れ
を
侵
犯
し
刑
事
責

任
を
免
か
れ
え
な
か
っ
た
日
本
国
民
は
、
白
か
ら
の
重
大
な
過
誤
の
深
刻

な
反
省
に
基
づ
き
、
「
再
び
戦
争
の
惨
禍
を
起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す

る
決
意
」
を
も
っ
て
、
不
戦
争
条
約
に
含
ま
れ
る
「
戦
争
非
合
法
化
」
の

論
理
に
ま
で
徹
底
し
た
国
際
法
的
に
意
味
あ
る
憲
法
条
項
を
採
用
し
た
。

日
本
国
憲
法
第
九
条
が
そ
れ
で
あ
る
。

間
国
際
連
合
(
一
九
四
五
年
六
月
二
六
日
署
名
、
一

O
月
二
四
日
発

効
。
一
九
五
六
年
一
二
月
一
八
日
日
本
国
加
盟
(
軍
事
協
力
留
保
)
国
連

総
会
承
認
)
は
、
連
盟
の
集
団
的
安
全
保
障
構
想
を
継
承
補
強
し
、
不
戦

条
約
原
則
を
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
武
力
に
よ
る
威
嚇
と
そ
の
行
使
の
禁

止
の
二
大
原
則
に
継
承
発
展
さ
せ
、
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権
を
明
示
的

に
確
認
し
た
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
際
連
合
は
二

O
世
紀

の
二
度
の
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
経
て
成
立
し
た
世
界
平
和
の
組
織
化
の
努

力
の
最
大
の
成
果
で
あ
る
が
、
連
盟
の
崩
壊
の
失
敗
を
再
び
せ
ぬ
よ
う
連

合
国
と
り
わ
け
五
大
国
の
協
調
に
よ
る
集
団
的
安
全
保
障
を
武
力
に
よ
っ
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現代国際法上の自衛権についての一考察

て
担
保
す
る
機
構
と
し
、
安
全
保
障
理
事
会
に
平
和
と
安
全
の
維
持
に
つ

い
て
主
要
な
権
能
と
責
任
を
与
え
(
と
く
に
安
保
理
事
会
常
任
理
事
五
大

国
と
そ
の
拒
否
権
)
、
そ
こ
に
「
力
の
均
衡
」
の
要
素
を
残
し
、
ま
た
、
各

国
の
「
自
衛
権
」
を
明
記
し
た
の
も
そ
の
よ
う
な
国
連
・
安
保
理
事
会
中

心
の
集
団
安
保
体
制
の
機
能
の
実
効
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
軍
備
規
制
・
軍
縮
規
定
も
設
け
た
が
、
武
力
に
よ
る
集
団
的

安
全
保
障
と
自
衛
権
明
記
構
想
の
な
か
で
む
し
ろ
消
極
的
に
扱
わ
れ
て
お

り
、
と
り
わ
け
、
広
島
、
長
崎
の
原
爆
以
前
の
署
名
|
|
|
条
約
内
容
確
定

ー
ー
に
よ
る
憲
章
が
、
核
兵
器
の
禁
止
・
制
限
・
統
制
・
縮
少
・
廃
絶
に

つ
い
て
一
切
の
規
定
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
「
核
時
代
遅
れ
」
の
重
大
な
盲

点
で
あ
る
こ
と
は
、
想
起
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

自
衛
権
の
意
味
内
容
お
よ
び
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
点
に
つ
き
、

憲
章
本
来
の
精
神
と
文
字
に
そ
く
し
て
、
慎
重
・
厳
密
に
検
討
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

制
憲
章
上
の
自
衛
権
の
基
本
的
地
位
と
性
格
自
衛
権
は
、
憲
章
上

の
大
原
則
で
あ
る
紛
争
の
平
和
解
決
と
武
力
行
使
禁
止
の
例
外

(
M
}
の
2

で
あ
っ
て
、
例
外
を
原
則
と
と
り
ち
が
え
る
こ
と
は
連
盟
以
前
に
逆
行
す

る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
た
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
と
武
力
の

行
使
」
が
、
自
衛
権
に
基
づ
く
場
合
に
限
っ
て
、
例
外
的
に
違
法
性
を
阻

却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
外
は
例
外
と
し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
厳
格
に
限

定
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
自
衛
権
は
、
国
際
連
合
、
と
く
に
国
連
安
保
理
事
会
が
、
国
際

の
平
和
と
安
全
の
維
持
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
対
す
る
、
補

充
的
、
暫
定
的
か
っ
そ
の
統
制
下
に
あ
る
権
限
で
あ
る
。

自
衛
権
の
性
質
に
つ
い
て
、
「
固
有
の
」
(
宮
町
市

5
2・
口
三
口
円
四
戸

g'

B
E
g
s
-
5
2ぽ
B
Z
B
S
)
「
権
利
」
と
憲
章
五
一
条
は
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
近
代
憲
法
上
個
人
の
基
本
的
人
権
が
「
自
然
権
」
と
さ
れ
た
よ

う
な
意
味
で
の
永
久
・
不
可
侵
で
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
権
利
と
い
う
意

味
の
「
自
然
権
し
で
は
な
い
。
こ
の
表
現
は
、
各
国
に
属
す
る
こ
の
権
利

が
「
基
本
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
強
調
」
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
永
久
・
絶
対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
。
そ
の

「
基
本
的
」
性
格
の
具
体
的
意
味
内
容
や
機
能
に
つ
い
て
は
、
厳
密
な
再

検
討
を
要
す
る
。

自
衛
は
、
憲
章
上
な
い
し
現
代
国
際
法
上
の
義
務
で
は
な
い
。
集
団
的

安
全
保
障
体
制
に
お
い
て
、
正
常
な
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
、
自
衛
措

置
を
と
る
一
般
的
義
務
が
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ

自
衛
措
置
の
濫
用
に
よ
る
国
際
的
平
和
と
安
全
の
脅
威
と
な
る
場
合
が
多

い
こ
と
が
お
そ
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
定
の
場
合
に
は
、
現

代
戦
争
の
惨
禍
を
避
け
る
た
め
!
|
例
え
ば
、
圧
倒
的
に
優
越
的
な
軍
事

力
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
自
国
民
の
全
く
無
益
な
大
量
虐
殺
を
人
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道
的
理
由
に
よ
り
防
止
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
自
国
民
の
み
な
ら
ず
相
手

国
お
よ
び
周
辺
国
の
人
民
を
ま
き
こ
む
共
滅
な
い
し
絶
滅
的
戦
争
を
回
避

す
る
た
め
|
|
武
力
に
よ
る
自
衛
行
動
を
放
棄
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

り
、
賢
明
で
あ
り
う
る
。
日
本
国
憲
法
の
戦
争
放
棄
は
、
ま
さ
に
こ
の
場

合
を
憲
法
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
憲
章
違
反
で
は
な
い
。

制
自
衛
権
の
意
味
、
内
容
、
態
様
の
厳
密
な
検
肘
連
盟
、
と
く
に

不
戦
条
約
以
来
、
「
侵
略
」
と
「
自
衛
」
と
を
定
義
す
る
努
カ
は
、
上
述
の

と
お
り
、
二
つ
の
流
れ
と
し
て
、
相
併
行
し
て
進
ん
だ
。
「
侵
略
」
で
な
い

「
自
衛
」
の
武
力
行
使
は
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
が
、
「
自
衛
」
と
は
い
え

な
い
武
力
行
使
は
「
侵
略
」
そ
し
て
違
法
の
責
任
を
免
か
れ
な
い
と
い
う

密
接
な
相
互
関
係
が
一
応
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
夫
々
の
定
義
は
、
他
の
定

義
に
と
っ
て
も
有
用
で
あ
る
。
「
侵
略
の
定
義
」
は
、
国
連
総
会
の
「
コ
ン

セ
ン
サ
ス
」
と
し
て
、
一
九
七
四
年
合
意
が
成
立
し
た
。
し
か
し
「
自
衛
」

な
い
し
「
自
衛
権
」
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
そ
の
定
義
は
国
連
に
お
い
て

な
ん
ら
の
合
意
に
も
達
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
(
そ
れ
故
に
こ
そ
)
「
自

衛
権
」
の
意
味
内
容
を
究
明
す
る
努
力
が
必
要
で
な
い
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。

ま
ず
、
「
侵
略
の
定
義
」
(
一
九
七
四
年
一
二
月
一
四
日
国
連
総
会
決
議

三
三
一
四
、
満
場
一
致
採
択
)
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
(
要
点
の

み
を
引
用
す
る
)
。

第
一
条
[
定
議
]
侵
略
と
は
、
こ
の
定
義
に
定
め
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、

一
国
が
他
国
の
主
権
、
領
土
保
全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対
し
て

武
力
を
行
使
す
る
こ
と
、
又
は
国
際
連
合
憲
章
と
両
立
し
な
い
他
の

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
二
条
[
最
初
の
武
力
行
使
]
憲
章
に
違
反
し
て
武
力
を
最
初
に
行
使

す
る
こ
と
は
侵
略
行
為
の
明
白
な
証
拠
と
な
る
。
た
だ
し
、
安
全
保

障
理
事
会
は
、
侵
略
行
為
が
な
さ
れ
た
と
の
決
定
が
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
行
為
又
は
そ
の
結
果
が
十
分
に
重
大
で
は
な
い
と
い
う
事
実

を
含
む
、
そ
の
他
の
関
連
事
情
に
照
ら
し
て
、
正
当
で
は
な
い
と
の

結
論
を
、
憲
章
に
従
っ
て
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
[
侵
略
行
為
の
例
]
次
の
行
為
は
い
ず
れ
も
、
宣
戦
布
告
の
有

無
に
か
か
わ
り
な
く
、
第
二
条
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
に
、
侵

略
行
為
と
み
な
さ
れ
る
。

同
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
領
域
へ
の
侵
入
若
し
く
は
攻
撃
、
又

は
、
一
時
的
な
も
の
に
せ
よ
、
右
の
侵
入
若
し
く
は
攻
撃
の
結
果

生
ず
る
軍
事
占
領
、
又
は
武
力
行
使
に
よ
る
他
国
の
領
域
若
し
く

は
そ
の
一
部
の
併
合

ω
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
の
領
域
に
対
す
る
爆
撃
、
文
は
一
国

に
よ
る
他
国
の
領
域
に
対
す
る
武
器
の
使
用

何
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
の
港
又
は
沿
岸
の
封
鎖
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同
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
の
陸
軍
、
海
軍
若
し
く
は
空
軍
、
又

は
商
船
隊
及
び
航
空
隊
に
対
す
る
攻
撃

制
受
入
国
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
そ
の
領
域
内
に
あ
る
他
国
の
軍

隊
を
、
協
定
に
定
め
ら
れ
た
条
件
に
違
反
し
て
使
用
す
る
こ
と
、

又
は
協
定
の
終
了
後
も
右
の
領
域
で
他
国
の
軍
隊
が
駐
留
を
延
長

現代国際法上の自衛権についての一考察

す
る
こ
と

ω
他
国
の
自
由
に
任
せ
た
一
国
の
領
域
が
右
の
他
国
に
よ
っ
て
第

三
国
に
対
し
て
侵
略
行
為
を
な
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
を
許
す

に
さ
い
し
て
の
、
右
の
国
の
行
為

同
右
に
掲
げ
た
行
為
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
武
力
行
為
を
他

国
に
対
し
て
行
う
武
装
し
た
一
隊
、
集
団
、
不
正
規
軍
若
し
く
は

傭
兵
が
一
国
に
よ
り
又
は
そ
の
国
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
、

又
は
、
そ
れ
に
国
が
実
質
的
に
関
わ
る
こ
と

第
四
条
[
安
保
理
事
会
に
よ
る
侵
略
の
決
定
]
右
に
列
挙
し
た
行
為
は

網
羅
的
で
は
な
く
、
ま
た
、
安
全
保
障
理
事
会
は
、
そ
の
他
の
行
為

が
憲
章
の
規
定
上
侵
略
を
構
成
す
る
と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
[
侵
略
の
理
由
、
国
際
責
任
]
政
治
的
、
経
済
的
、
軍
事
的
そ

の
他
い
か
な
る
性
質
の
考
慮
も
、
侵
略
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て

役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

侵
略
戦
争
は
、
国
際
の
平
和
に
対
す
る
罪
で
あ
る
。
侵
略
は
国
際

責
任
を
生
ず
る
。

侵
略
の
結
果
生
ず
る
い
か
な
る
領
土
取
得
も
、
特
別
な
利
益
も
、

合
法
的
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
合
法
的
な
も
の
と
認
め
て
は
な
ら
な

第
六
条
[
国
連
憲
章
と
の
関
係
]
こ
の
定
義
の
い
ず
れ
の
規
定
も
、
武

力
の
行
使
が
合
法
的
で
あ
る
場
合
に
関
す
る
規
定
を
含
む
憲
章
の
範

囲
を
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
拡
大
又
は
縮
小
す
る
も
の
と
解

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
条
[
人
民
の
諸
権
利
]
こ
の
定
義
の
い
ず
れ
の
規
定
も
、
ま
た
特

に
第
三
条
も
、
国
際
連
合
憲
章
に
由
来
し
、
か
つ
憲
章
に
従
っ
た
国

家
聞
の
友
好
関
係
及
び
協
力
に
関
す
る
国
際
法
の
原
則
に
つ
い
て
の

宣
言
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
、
人
民
の
自
決
、
自
由
及
び
独
立

に
対
す
る
権
利
を
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
害
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
権
利
を
強
制
的
に
剥
奪
さ
れ
た
人
民
、

特
に
植
民
地
的
・
人
種
差
別
的
政
権
又
は
そ
の
他
の
形
態
の
外
国
人

支
配
の
下
に
あ
る
人
民
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

人
民
が
、
憲
章
の
原
則
に
従
い
か
つ
前
記
の
宣
言
に
従
っ
て
、
そ
の

目
的
の
た
め
に
闘
う
権
利
並
び
に
支
持
を
求
め
及
び
こ
れ
を
受
け
る

権
利
も
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

右
の
よ
う
な
「
侵
略
の
定
義
L

が
、
一
九
三
三
年
の
侵
略
の
定
義
条
約
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以
来
の
努
力
の
一
つ
の
集
大
成
と
し
て
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
と

い
う
第
三
者
機
関
に
よ
る
決
定
(
四
・
二
条
)
、
侵
略
の
可
能
な
か
ぎ
り
具

体
的
で
明
確
な
判
定
基
準
な
い
し
具
体
例
の
規
定
(
一
・
ニ
・
三
条
)
、
不

戦
条
約
、
ニ
ュ
!
ル
ン
ベ
ル
ク
お
よ
び
東
京
国
際
軍
事
法
廷
の
「
平
和
に

対
す
る
罪
」
、
不
戦
条
約
に
基
づ
く
ス
チ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
(
上
述

ω

不
戦
条
約
)
お
よ
び
人
民
自
決
、
国
家
聞
の
友
好
関
係
の
原
則
(
五
条
、

七
条
)
を
総
合
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
効
用
に
つ
い
て
の
懐
疑
的
見

解
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
国
連
憲
章
下
に
「
侵
略
L

行
為
が
よ
り
具
体
的
に

明
確
に
せ
ら
れ
、
安
保
理
事
会
(
拒
否
権
問
題
が
残
る
)
を
中
心
と
す
る

国
連
の
安
全
保
障
機
能
を
強
化
す
る
意
義
は
否
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
「
侵
略
の
定
義
」
の
意
義
お
よ
び
「
限
界
」
に
つ

い
て
の
全
面
的
検
討
は
こ
こ
で
行
な
う
場
で
は
な
い
が
、
自
衛
権
と
の
関

連
で
い
え
ば
、
本
「
定
義
」
が
明
示
的
に
規
定
す
る
こ
と
を
回
避
し
て
お

り
、
第
二
条
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
他
の
関
連
事
情
L

を
安
保
理
事
会
が
考

慮
す
る
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
同
理
事
会
の
判
断
と
決
定
に
委
ね
た
と

解
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
民
の
自
決
権
の
行
使
と
し
て
「
武
力
行
使
」
が
許

さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
こ
の
権
利
を
強

制
的
に
剥
奪
さ
れ
た
人
民
」
が
自
決
、
自
由
、
独
立
の
た
め
「
闘
い
」
「
支

持
を
求
め
、
受
け
る
権
利
」
の
な
か
に
、
「
武
力
行
使
」
が
含
ま
れ
る
と
い

う
主
と
し
て
第
三
世
界
の
諸
国
と
、
否
定
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
主
と
し

て
西
側
諸
国
と
の
聞
に
、
対
立
が
残
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
自
衛
権
L

の
名
に
お
け
る
、
「
侵
略
の
定
義
」
に
該
当

す
る
(
な
い
し
安
保
理
事
会
に
よ
り
侵
略
と
決
定
さ
れ
る
)
武
力
行
使
が

否
認
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
自
衛
権
」
が
そ
れ
だ
け
限
定
さ
れ

る
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
「
自
衛
権
L

自
体
は
積
極
的
に
定
義
さ
れ
普
遍
的

に
合
意
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
各
国
は
そ
の
「
個
別
的
」
又
は
「
集

団
的
」
「
自
衛
権
」
に
基
づ
く
「
武
力
行
使
」
が
承
認
さ
れ
|
|
た
だ
し

「
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
、
安
保
理
事
会
が
必
要
な
措
置
を
と
る
ま

で
|
|
、
か
っ
、
そ
の
「
武
力
行
使
L

の
た
め
の
軍
隊
と
箪
拡
が
認
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
、
根
本
的
か
つ
重
大
な
不
明
確
性
と
盲
点
が
存
す
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
内
包
す
る
重
大
な
危
険
性
は
、
現
代
核
戦
争
も
核
軍
拡

も
「
自
衛
権
」
の
名
に
お
い
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
「
自
衛
」
の
た
め
の

核
戦
争
に
よ
っ
て
相
互
あ
る
い
は
全
面
的
に
「
自
滅
」
す
る
こ
と
が
国
連

憲
章
上
放
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
根
本
問
題
(
重
大
な
盲
点
)
が
厳
存
す

る
の
で
あ
る
。
国
連
憲
章
上
認
め
ら
れ
て
い
る
「
自
衛
権
L

の
解
釈
と
実

行
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
差
異
と
重
要
性
を
も
っ
所
以
で
あ
る
。

同
「
自
衛
権
」
概
念
を
め
ぐ
る
現
代
国
際
法
学
お
よ
び
実
行
に
お
け
る
ニ

つ
の
傾
向
に
つ
い
て
以
上
の
検
討
の
と
お
り
、
(
連
盟
)
不
戦
条
約
お
よ

び
国
際
連
合
憲
章
に
よ
っ
て
、
国
際
関
係
に
お
い
て
戦
争
遂
行
を
禁
止
し
、
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現代国際法上の自衛権についての一考察

ま
た
は
武
力
に
訴
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
原
則
が
確
立
し
た
こ
と
は
、

そ
れ
以
前
の
慣
習
国
際
法
上
主
権
国
家
に
認
容
せ
ら
れ
て
き
た
こ
の
法
原

則
侵
反
行
為
を
正
当
化
す
る
様
々
の
口
実
に
よ
っ
て
、
武
力
を
行
使
し
つ

づ
け
る
可
能
性
に
終
止
符
を
う
っ
た
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
衛
権
観
念
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
法
体
制
に
お
け
る
武
力
行
使
の
一

般
原
則
の
確
立
に
よ
る
地
位
の
変
化
に
と
も
な
い
、
そ
の
内
容
を
も
変
化

さ
せ
た
(
国
連
憲
章
が
そ
の
内
容
に
制
約
を
加
え
た
)
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
自
衛
権
の
新
し
い
観
念
の
出
現
は
、
国
家
の
実
行

に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
学
説
上
に
お
い
て
、
慣
習
国
際
法
上
の
漠
然
た

る
自
衛
権
概
念
を
放
任
す
る
の
で
は
な
く
、
①
自
衛
権
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
目
的
と
し
て
の
福
利
は
何
か
を
明
確
に
し
、
②
そ
の
目
的

達
成
の
手
段
と
し
て
如
何
な
る
も
の
が
認
容
さ
れ
る
か
、
③
国
際
法
上
援

用
可
能
な
自
衛
権
発
動
の
た
め
の
条
件
は
何
か
(
ま
た
そ
の
自
衛
状
態
の

期
限
は
ど
う
か
(
略
)
)
、
④
国
際
法
団
体
に
お
け
る
自
衛
権
発
動
に
対
す

る
統
制
は
ど
う
な
る
か
、
を
厳
密
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
国

際
法
規
則
が
認
容
し
て
い
る
自
衛
権
を
明
確
に
限
定
す
る
こ
と
が
、
重
要

な
要
請
と
な
っ
て
い
る
。

世
界
の
国
際
法
学
上
、
こ
の
よ
う
な
現
代
国
際
法
の
要
請
を
厳
格
誠
実

に
追
求
す
る
国
際
法
学
者
の
代
表
者
人
物
お
よ
び
著
作
と
し
て
、
』
出
口

∞
3
4〈ロ
-
F
F
Z
E白
巴
。
ロ
白
ご
担
当
白
ロ
息
長
巾
ロ
回
目
。
問
問
。
『
円
巾

σ山、

2
2
2・

。υ内向。吋門戸
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門
町
ロ
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。
ロ
句
『
巾
印
m
r
H
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ω
一』白吋
O
∞-白〈
N
。ロコ
w
-
P
F
・-口一行巾同・己目
nE

Z
。
ロ
門
町

-
6
5
H
L
。
一
号
宮
内

O
R巾
巾
ロ
門
凶
円
。
一
門
戸
口
同
巾
百
三
芯
口
出

fω
ロ
S
C
R
-

戸市山門ぽ
P

H

U
足一向日己

g
m
g巾w
戸
田
口
o
t
oロ島巾

-m包
己
ヨ
巾
仏
m一向巾ロー田巾角川口仏吋。一昨

日ロ芯『ロ白
Z
O
ロ白ア
O
H
】
・
円
一
円
・
・
〉
ロ
ロ
ロ
回
一
円
巾
号
己
ロ
由
江
円
三

a
m
w
u
g
x
-
E
Rロ白'

F
V口
白
}
噌
】
坦
叶
印
・
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

ρ
当
ユ
拘
}
M
F

河-

H
U込
町
ら
米
学
者
、
円
以
f

品
目
〈
一
回
目
n
y
q
ら
ベ
ル
ギ
ー
の
学
者
に
も
、
自
衛

(
お
)

権
に
対
す
る
厳
し
い
瞥
戒
と
、
そ
の
限
定
の
努
力
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
、
戦
前
か
ら
、
開
B
ロ巾

E
S
E
-
F由同町
m
o
E巾

号
]
即
日
mm由
民
同
ロ
巾
伝
聞

gm巾
・
河
・
(
い
〉

-
U
?
Z
E
E
-
H
Y
S
H
l∞
品
目
一
戦

後
に
も
、
と
く
に
核
兵
器
の
発
達
に
順
応
し
よ
う
と
し
、
(
い
・
出

-z・4
司回目目

色。
nw-
、『『岡市吋叩
m
z
g江
。
ロ
。
同
庁
『
回
巾
己
印
巾
O
町内。吋円巾

σ山、古門回目〈町内凶ロ回一己主
B

E
E
R
E
E
S白
ニ
白

tFm-n-
〉・

0
・
f

E印N
・
戸
間
)
・
邑
印

l
S由一口・

2

∞
。
巧
巾
2
・∞色町・円四巾同
B
R
E
E
Z
E巳
-oロ
白
ニ
担
当
・
富
田
口
門
町
巾
丘
町
『
口
巳
〈
-

H
V
E
g・
5
g
等
、
自
衛
権
概
念
拡
張
の
傾
き
を
も
っ
国
際
法
学
説
の
傾
向

(
お
}

も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
者
の
よ
う
な
暖
昧
な
拡
張
な
い
し
実
質
的
に
伝
統

的
な
国
際
慣
習
法
上
の
「
自
己
保
存
権
」
概
念
へ
の
逆
行
を
放
置
し
て
い

て
は
、
一
九
ニ

O
年
以
降
現
代
国
際
法
が
世
界
平
和
の
た
め
営
々
と
し
て

努
力
し
様
々
の
試
練
を
経
て
禁
止
し
限
定
し
明
確
化
し
よ
う
と
し
て
き
た

「
自
衛
権
」
観
念
を
崩
壊
・
拡
散
さ
せ
、
無
政
府
的
な
「
自
衛
権
」
の
大
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研究ノート

小
の
濫
用
と
武
力
行
使
、
そ
し
て
全
体
的
破
滅
の
リ
ス
ク
を
す
ら
誘
致
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ん
や
わ
が

国
は
、
「
自
衛
権
」
の
濫
用
に
よ
る
「
平
和
と
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
前
科

が
あ
り
、
そ
の
罪
過
を
再
び
せ
ず
、
汚
名
の
雪
辱
・
購
罪
の
意
味
で
も
、

さ
ら
に
積
極
的
に
は
武
力
で
は
な
く
法
が
支
配
す
る
世
界
の
建
設
の
た
め

に
、
「
自
衛
権
L

の
国
際
法
上
の
限
定
解
釈
を
徹
底
す
る
こ
と
に
、
積
極
的

意
義
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
平
和
憲
法
が
義
務
づ
け
て
い
る
精
神
(
九

九
条
)
で
あ
り
、
戦
争
放
棄
・
軍
備
不
保
持
(
九
条
)
の
基
本
精
神
に
連

な
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
諸
点
の
よ
う
に
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

ピ
ア
ン

①
ま
ず
、
「
自
衛
権
」
発
動
の
目
的
な
い
し
福
利
(
法
益
)
は
何
か
。
ボ

ウ
エ
ッ
ト
は
、
国
家
の
「
重
要
」
か
つ
「
基
本
的
」
権
利
で
あ
り
、
「
領
土

の
保
全
権
」
「
政
治
的
独
立
権
」
「
海
洋
に
お
け
る
国
家
の
安
全
の
防
衛
」

「
国
民
の
保
護
権
」
「
一
定
の
経
済
的
権
利
」
を
挙
げ
か
っ
そ
れ
ら
の
諸
権

利
の
「
相
対
性
の
理
論
」
に
基
づ
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
基
本

権
の
リ
ス
ト
は
「
怒
意
的
か
つ
暖
昧
」
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
「
自
己

保
存
権
に
き
わ
め
て
類
似
」
し
て
お
り
、
一
九
二

O
年
以
降
の
国
際
法
の

セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ

「
発
展
の
す
べ
て
も
実
質
的
に
放
棄
し
、
自
助
の
広
汎
な
許
容
に
復
帰
」

す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
ブ
ラ
ウ
ン
リ
1
や
ズ
レ
ク
の
批
判
を
是
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
連
憲
章
五
一
条
の
認
容
す
る
武
力
行
使
禁
止
の
例
外
と
し
て
の
「
自

衛
権
」
の
武
力
に
よ
る
発
動
に
つ
い
て
は
、
憲
章
成
立
当
時
の
解
釈
に
よ

れ
ば
寸
国
の
領
土
」
に
対
し
お
よ
び
他
国
領
土
ま
た
は
国
際
水
域
に
お
け

る
国
の
陸
海
空
軍
に
対
す
る
「
武
力
攻
撃
」
が
発
生
し
た
場
合
と
り
う
る

も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
種
々
の
監
張
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る

が
、
「
領
土
の
保
全
を
侵
し
、
国
の
政
治
的
独
立
を
侵
害
」
す
る
よ
う
な
場

合
、
武
力
に
訴
え
る
ほ
か
方
法
の
な
い
緊
急
性
の
あ
る
と
き
に
の
み
、
そ

れ
は
許
容
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
、
憲
章
本
来
の
法
規
に
忠
実
な
限

定
的
解
釈
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
領
土
の
保
全
」
お
よ
び
「
国
の
政
治
的
独
立
」
が
、

自
衛
権
に
基
づ
い
て
武
力
を
用
い
て
も
防
衛
す
る
こ
と
を
正
当
と
さ
れ
た

現
代
国
際
法
・
憲
章
上
の
法
益
で
あ
る
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な

が
ら
、
「
領
土
」
や
「
独
立
」
と
い
っ
て
も
、
は
な
は
だ
抽
象
的
か
つ
暖
昧

で
あ
っ
て
、
結
局
、
主
権
独
立
「
国
家
」
を
構
成
す
る
基
本
的
三
要
素
の

う
ち
、
領
土
と
統
治
権
の
み
が
直
接
問
題
と
さ
れ
、
人
民
と
い
う
本
来
の

主
人
お
よ
び
そ
の
基
本
的
人
権
の
保
障
の
た
め
に
こ
そ
国
家
の
存
立
理
由

が
あ
る
と
い
う
目
的
要
素
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
法
と
憲
法

と
を
総
合
的
に
把
援
す
る
(
べ
き
)
立
場
か
ら
、
と
く
に
近
年
の
国
際
法

上
の
人
権
の
保
障
の
趨
勢
に
か
ん
が
み
、
根
本
的
な
盲
点
あ
り
と
す
べ
き

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
自
衛
権
」
に
よ
っ
て
保
護
す
べ
き
目
的
と
し
て
の
根
元
的
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福
利
な
い
し
価
値
は
、
憲
法
の
目
的
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の

そ
の
国
の
人
民
の
個
人
と
そ
の
集
団
の
平
和
の
う
ち
に
生
き
る
基
本
的
人

権
l
と
く
に
生
命
、
自
由
、
生
存
、
幸
福
追
求
等
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
政
治

的
独
立
」
(
統
治
権
の
自
主
独
立
の
行
使
)
も
「
領
土
の
保
全
し
〈
住
居
し

生
活
す
る
条
件
と
環
境
と
法
の
支
配
)
を
確
保
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
と
一

体
的
に
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
条
件
を
確
保
す
る
た
め
に
こ
そ
防

衛
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
構
造
的
関
連
を
、
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

現代国際法上の自衛権についての一考察

こ
の
こ
と
は
、
国
際
社
会
な
い
し
世
界
社
会
秩
序
を
、
結
局
、
各
国
家

の
構
成
員
で
あ
る
人
民
な
い
し
地
球
上
の
人
類
の
個
人
と
そ
の
集
団
の
基

本
的
人
権
を
確
保
じ
拡
充
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
的
組
織
化
と
い
う

観
点
か
ら
、
今
や
国
際
・
園
内
組
織
を
統
一
的
に
再
構
成
す
べ
き
段
階
に

立
ち
至
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
窮
局

の
人
類
的
目
的
価
値
こ
そ
が
、
拙
著
(
三
章
補
節
二
項
)
で
検
討
し
た
よ

う
に
、
各
人
、
各
民
族
、
人
類
の
「
平
和
的
生
存
権
」
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
れ
を
人
類
普
遍
の
自
然
法
的
基
本
法
則
が
支
え
て
い
る
と
解
す
べ
き
こ

と
を
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
こ
う
。

②
つ
い
で
、
そ
の
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
、
禁
止
さ
れ
、
ま
た
は
許

容
さ
れ
て
い
る
の
は
何
か
。

そ
れ
は
、
憲
章
全
体
(
お
よ
び
不
戦
条
約
)
か
ら
い
っ
て
、
集
団
的
安

全
保
障
体
制
と
紛
争
の
平
和
的
解
決
手
段
と
し
て
の
国
際
裁
判
制
に
よ
る

保
護
・
救
済
装
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
国
内
法
組
織
の
よ

う
に
立
法
、
行
政
(
警
察
・
強
制
装
置
)
、
裁
判
制
度
が
完
備
さ
れ
て
お
ら

ず
機
能
も
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ポ
ジ
チ
ブ
な
実
定
国
際

法
秩
序
が
条
件
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
条

件
を
形
成
構
築
す
る
た
め
の
前
提
要
件
と
し
て
各
国
の
武
力
に
よ
る
威
嚇

お
よ
び
武
力
の
行
使
が
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
、
世
界
と
各
国
の
安
全
と
平

和
の
維
持
の
た
め
に
武
力
と
い
う
手
段
の
行
使
が
原
則
的
な
禁
止
・
制
限

を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
例
外
的
措
置
の
一
つ
と
し

て
認
容
さ
れ
て
い
る
個
別
的
・
集
団
的
「
自
衛
権
」
の
行
使
と
し
て
、
如

何
な
る
手
段
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
憲
章
は
、
な
ん
ら
明
示
し
て
い

な
い
、
す
な
わ
ち
、
「
武
力
攻
撃
」
に
対
し
て
「
武
力
」
を
も
っ
て
「
自
衛
」

す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
り
、
要
請
し
て
い
な
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
で
き

る
。
「
自
衛
」
手
段
に
つ
い
て
、
「
武
力
」
に
よ
る
こ
と
を
想
定
な
い
し
許

容
し
て
い
る
が
、
「
武
力
」
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
も
い
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
或
意
味
で
は
重
大
盲
点
で
あ
る
が
、
憲
章
全
体
の
趣

旨
な
い
し
現
代
国
際
法
理
か
ら
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、

「
武
力
の
行
使
」
を
禁
ぜ
ら
れ
た
そ
の
「
武
力
」
と
は
何
ぞ
や
が
先
ず
定

義
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
外
事
態
の
「
自
衛
」
行
動
の
場
合
に
も
、
そ
の

手
段
に
は
制
約
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
「
武
力
」
(
問
。

R
巾
)
と
は
「
武
力
攻
撃
」
の
い
う
「
国
の
組
織
的
陸
・

海
・
空
軍
」
よ
り
も
広
い
観
念
で
あ
る
。
「
民
兵
」

(BEn-白
)
や
「
保
安

部
隊
」
(
印

R
ロユ
Q
P
R
g
)
や
「
警
察
部
隊
」
(
℃
。

-w巾
向
。
吋
n
m
凹
)
を
名

乗
っ
て
も
重
武
装
し
て
戦
闘
的
機
動
力
あ
る
乗
物
を
用
い
る
部
隊
を
政
府

が
使
用
す
る
場
合
を
含
み
、
ま
た
、
武
装
集
団
や
義
勇
兵
と
い
っ
た
ま
っ

た
く
非
正
規
の
組
織
で
あ
っ
て
も
政
府
が
こ
れ
を
使
う
場
合
、
さ
ら
に
、

他
国
領
内
の
反
乱
集
団
に
支
援
を
与
え
る
場
合
、
憲
章
が
一
般
的
な
行
使

や
威
嚇
を
禁
止
す
る
「
武
力
」
に
あ
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
上
述
「
侵

略
の
定
義
」
第
三
条
例
|
的
の
正
規
の
軍
隊
の
ほ
か
、
同
が
、
「
武
装
し
た

一
隊
、
集
団
、
不
正
規
軍
、
傭
兵
」
の
派
遣
や
実
質
的
関
与
を
問
題
に
し

て
い
る
の
も
、
こ
の
見
解
を
裏
づ
け
る
。

ま
た
、
自
国
領
域
内
に
お
け
る
国
民
の
生
命
・
財
産
・
自
由
・
幸
福
等

を
守
護
す
る
責
任
あ
る
国
(
政
府
)
と
し
て
は
、
外
国
政
府
の
関
与
す
る

「
武
力
」
に
よ
る
攻
撃
等
の
ほ
か
、
圏
外
か
ら
の
無
政
府
あ
る
い
は
非
合

法
の
武
装
集
団
な
い
し
個
人
の
武
力
的
侵
害
行
為
|
|
海
賊
、
山
賊
、
空

賊
(
虫
『
白
ミ
)
利
)
テ
ロ
リ
ズ
ム
等
|
|
に
対
し
て
も
、
対
抗
、
鎮
圧
、
防

止
す
る
責
務
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

「
武
力
」
の
構
成
要
素
と
し
て
の
武
器
(
武
装
・
兵
器
)
に
つ
い
て
は
、

戦
闘
目
的
に
用
い
ら
れ
る
人
員
物
品
の
殺
傷
破
壊
能
力
あ
る
器
具
を
さ
す

と
み
て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
、
衝
撃
波
や
熱
火
力
を
伴
う
爆
発
物
の
み
な

ら
ず
、
微
生
物
、
生
物
、
化
学
兵
器
、
毒
ガ
ス
、
神
経
性
ガ
ス
、
レ
ー
ザ
ー

光
線
や
放
射
能
兵
器
は
、
核
兵
器
な
ど
寸
大
量
破
嬢
兵
器
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
と
同
様
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
、
実
質
的
強
制
力
な
い
し
圧
力

は
あ
る
が
、
経
済
的
・
心
理
的
な
諸
力
に
つ
い
て
は
、
「
武
力
」
に
は
該
当

し
な
い
、
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
に
よ
り
、
「
自
衛
」
手
段
に
つ
い
て
は
、
正
規
の
軍
隊
な
い
し
実
質

的
軍
隊
(
日
本
国
憲
法
第
九
条
二
項
の
い
う
「
戦
力
」
に
実
質
的
に
該
当
)

と
し
て
の
「
武
力
」
に
よ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
が
通
常
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
「
武
力
」
に
よ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
憲
章
全
体
の
重
点
は
各
国
の
「
武
力
に
よ
る
威
嚇

又
は
武
力
の
行
使
」
の
禁
止
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
自
衛
」
手
段
と
し

て
の
「
武
力
」
に
つ
い
て
も
制
限
的
、
懐
疑
的
、
消
極
的
で
あ
っ
て
、
非

「
武
力
」
的
、
非
軍
事
的
、
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
「
自
衛
」
目
的
を
達

成
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
期
待
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
衛
の
た
め
の
「
武
力
」

強
化
l
軍
拡
が
、
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
」
の
条
件
と
機
会

を
増
大
し
、
憲
章
の
目
的
を
匝
害
す
る
こ
と
、
ま
た
憲
章
お
よ
び
国
連
総

会
の
決
議
等
に
よ
る
現
代
国
際
法
上
の
「
箪
縮
義
務
」
を
、
誠
実
に
遵
守

す
べ
き
こ
と
、
ま
た
、
現
代
兵
器
と
り
わ
け
核
兵
器
の
飛
躍
的
、
絶
滅
的

殺
傷
破
壊
力
が
も
は
や
「
自
衛
」
の
根
本
目
的
で
あ
る
各
国
の
人
民
お
よ
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び
人
類
の
「
平
和
的
生
存
権
」
を
防
衛
す
る
ど
こ
ろ
か
根
こ
そ
ぎ
破
壊
す

る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
核
時
代
の
客
観
的
現
実
を
直
視
す
る
と
き
、
「
自

衛
」
手
段
と
し
て
の
「
武
力
」
自
体
を
制
限
し
、
縮
少
し
、
撤
廃
し
て
、

非
軍
事
的
・
平
和
的
手
段
に
代
替
さ
せ
る
努
力
の
正
当
性
と
必
要
性
と
積

極
的
意
義
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
み
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

現代国際法上の自衛権についての一考察

③
現
代
国
際
法
上
認
容
さ
れ
て
い
る
自
衛
権
発
動
の
条
件
は
何
か
。

国
連
憲
章
五
一
条
は
、
自
衛
権
の
発
動
に
対
し
て
、
安
保
理
事
会
の

サ
プ
ジ
エ
ク
ト
・
ト
ゥ
・
レ
ヴ
ユ
l

「
再
審
査
に
服
」
せ
し
め
る
(
次
述
)
と
と
も
に
、
そ
の
行
使
を
「
武

力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
に
限
定
し
た
。
重
要
な
二
大
制
約
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
後
者
を
検
討
す
る
が
、
そ
れ
が
伝
統
的
国
際
慣
習
法
上
国
家
に

認

容

さ

れ

た

「

自

衛

」

の

名

に

よ

る

武

力

行

動

の

自

由

を

ペ
リ
・
ヂ
フ
イ
ニ
ッ
ト
リ
イ
・
ナ
ロ
ー
ズ

「
き
わ
め
て
明
確
に
限
定
」
し
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
限
定
が
、
一
九
三

一
年
の
満
州
事
変
に
お
け
る
日
本
の
「
自
衛
」
行
動
の
よ
う
な
主
張
が
不

ナ
ッ
ト
・
4

ソ
ア
リ
ツ
ド

戦
条
約
に
照
し
で
も
妥
当
し
な
か
っ
た
し
、
憲
章
五
一
条
に
よ
っ
て
は
っ

き
り
と
否
認
さ
れ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
(
そ
れ
は
今
日
、
「
侵
略
の

定
義
」
か
ら
も
否
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
)
こ
と
は
、
確
認
さ
れ
て

よ
い
。「
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
に
か
ぎ
り
、
自
衛
権
を
発
動
し
う
る

(
状
態
が
生
じ
る
)
と
憲
章
が
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
(
多
数
説
、
た

だ
し
よ
り
広
い
自
衛
権
概
念
を
残
存
さ
せ
る
解
釈
構
成
あ
り
て
そ
の

R
E
a
m
w
R
R
F白

mza-。ロ
R
g
m
p
〈。。

5
ε
g
o
z
E円
嵐
広
巾
ロ
ぽ
の
発

生
と
は
、
「
現
実
に
」

(
R
E回
目
)
武
力
に
訴
え
る
行
為
(
の
開
始
)
が
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
「
先
制
的
自
衛
」
(
恒
三
笠
宮
門
弓
田
町
民
・
骨

P
R巾
)
な
い
し

「
予
防
的
自
衛
」
(
市
岡
山
広
ヨ
巾
門
戸

R
gお
安
m
4
2
己
〈
巾
)
は
違
法
と
な
る
。

ま
た
、
武
力
の
行
使
以
外
の
方
法
で
と
ら
れ
た
強
制
的
措
置
に
対
し
て
自

衛
権
を
発
動
し
え
な
い
。
外
国
の
領
域
に
お
け
る
自
国
人
の
生
命
・
財
産

に
対
す
る
侵
害
か
ら
保
護
措
置
を
自
衛
権
を
理
由
に
正
当
化
し
う
る
か
は

「
は
な
は
だ
疑
問
」
で
あ
る
(
少
数
の
国
の
み
が
近
年
で
も
そ
の
合
法
性

に
固
執
)
。
違
法
行
為
の
船
舶
や
航
空
機
で
も
武
力
行
使
に
訴
え
て
い
な
い

か
ぎ
り
自
衛
権
は
発
動
し
え
な
い
。
い
か
な
る
他
国
へ
の
内
政
干
渉

(古門

R
4
8昨
日
。
ロ
)
も
自
衛
権
ぬ
名
に
お
い
正
当
化
し
え
な
い
。
「
復
仇
」

(吋巾℃円巾国即日

-zm)
は
「
自
衛
」
と
ま
っ
た
く
別
な
行
為
で
あ
り
、
合
法
性

は
認
め
ら
れ
な
い
。
国
際
連
合
の
と
る
強
制
措
置
(
安
保
理
事
会
の
直
接

ま
た
は
間
接
の
統
制
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
)
は
武
力
行
使
を
含
む
場
合

で
も
、
こ
れ
に
対
す
る
寸
自
衛
権
」
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
、
侵
略
国

に
対
し
合
意
し
た
諸
国
が
集
団
行
動
を
と
り
、
侵
略
の
源
泉
を
絶
つ
よ
う

な
「
制
裁
戦
争
」
は
、
国
連
憲
章
と
は
両
立
し
え
な
い
。
「
緊
急
」
な
い
し

「
必
要
」
の
観
念
は
、
伝
統
的
国
際
法
に
お
い
て
「
自
己
保
存
権
」
と
同

様
寸
自
衛
」
権
と
の
区
別
が
暖
昧
で
あ
る
が
、
混
同
の
許
さ
れ
な
い
も
の
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で
あ
り
、
例
え
ば
、
海
洋
の
大
規
模
な
汚
染
に
よ
り
沿
岸
国
の
生
態
系
を

破
壊
し
住
民
の
大
多
数
が
健
康
を
窓
口
し
生
存
の
条
件
を
奪
わ
れ
る
と
い
っ

た
、
白
か
ら
招
か
ず
他
に
避
け
よ
う
が
な
い
よ
う
な
重
大
で
明
白
な
事
態

に
際
し
て
、
国
が
や
む
を
え
ず
と
る
措
置
の
違
法
性
を
措
却
す
る
事
由
と

し
て
の
み
援
用
し
う
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
緊
急
」
行
為
の
理

論
を
も
っ
て
「
自
衛
権
」
(
に
よ
る
武
力
行
使
)
を
拡
張
す
る
試
み
は
、
憲

章
の
精
神
に
反
す
る
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
自
衛
の
た
め
の
行
動

は
「
武
力
攻
撃
」
を
排
除
す
る
に
必
要
な
合
理
的
措
置
に
限
定
さ
る
べ
き

だ
と
い
う
比
例
原
則
を
含
む
。
ま
た
現
代
に
お
け
る
自
衛
の
特
殊
は
場
合

と
し
て
、
人
民
自
決
権
の
実
行
を
阻
害
す
る
武
力
の
行
使
に
対
す
る
防
衛

措
置
は
、
憲
章
(
一
条
ニ
項
)
、
一
九
七

O
年
一

O
月
二
四
日
国
連
総
会
「
友

好
協
力
原
則
」
宣
言
、
お
よ
び
「
侵
路
の
定
義
」
に
照
し
て
、
合
法
性
が

認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
自
衛
権
」
を
一
般
的
戦
争
・
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
「
例

外
」
と
し
て
注
意
深
く
限
定
的
に
解
釈
し
、
か
つ
実
行
し
(
実
行
で
き
る

諸
条
件
を
整
え
る
)
す
る
こ
と
は
、
各
国
に
と
っ
て
も
ま
た
国
際
社
会
に

と
っ
て
も
、
平
和
の
確
保
の
た
め
重
要
な
積
極
的
役
割
を
果
す
と
考
え
ら

れ
る
。
逆
に
伝
統
的
慣
習
国
際
法
上
の
「
自
助
」
「
自
救
」
「
自
己
保
存
」

観
念
を
援
用
し
「
自
衛
権
」
の
拡
張
解
釈
に
よ
り
濫
用
す
る
こ
と
は
、
か

つ
て
旧
軍
国
主
義
日
本
の
よ
う
に
現
代
国
際
法
違
反

1
違
法
行
為
を
犯

し
、
制
裁
を
蒙
り
、
世
界
平
和
に
害
毒
を
流
す
お
そ
れ
が
強
い
の
で
あ
る
。

拙
著
(
第
四
章
二
節
一
項
)
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
政
府
の
平
和

憲
法
下
の
「
自
衛
権
」
の
比
較
的
厳
格
な
限
定
解
釈
(
問
題
点
は
拙
著
四

章
で
検
討
)
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
で
も
世
界
各
国
が
そ
れ
に
な
ら
う

こ
と
の
望
ま
し
い
、
国
連
憲
章
お
よ
び
現
代
国
際
法
の
安
全
と
平
和
の
維

持
の
趣
旨
に
合
致
す
る
意
義
を
も
つ
も
の
が
少
な
く
な
い
。

ま
た
、
憲
章
五
一
条
が
認
容
す
る
「
個
別
的
」
自
衛
権
よ
り
も
、
「
集
団

的
」
自
衛
権
は
、
そ
れ
自
体
自
衛
権
の
大
拡
張
で
あ
り
、
実
質
的
に
伝
統

的
な
軍
事
同
盟
に
ほ
か
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
濫

用
の
危
険
が
大
き
く
、
国
連
憲
章
の
普
遍
的
平
和
推
持
機
能
を
構
造
的
に

阻
害
す
る
お
そ
れ
が
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
的
安
全
保
障
機
構
は
、

そ
れ
自
体
分
裂
と
武
力
対
立
の
契
機
を
含
ま
ぬ
と
こ
ろ
の
国
連
本
来
の
平

和
維
持
機
能
を
支
持
強
化
す
る
も
の
は
よ
い
が
、
東
西
の
軍
事
的
対
立
の

集
団
的
自
衛
体
制
は
、
解
消
す
る
方
向
で
、
国
連
の
平
和
維
持
機
構
の
強

化
と
よ
り
普
遍
的
で
実
効
的
な
世
界
平
和
組
織
を
建
設
す
る
方
向
に
向
っ

て
不
断
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
自
衛
権
L

の
限
定
解
釈
の
努
力
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
限
界
を
確
定
し
え
な
い
(
「
自
衛
」
と
「
侵
略
」
の
区

別
を
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
つ
け
る
こ
と
が
不
可
能
な
い
し
著
し
く
困

難
な
)
場
合
が
、
存
在
す
る
こ
と
を
否
み
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
典
型
的
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現代国際法上の自衛権についての一考察

な
現
代
戦
争
お
よ
び
戦
略
と
し
て
の
核
戦
争
お
よ
び
核
戦
略
に
お
い
て

は
、
そ
の
科
学
技
術
の
発
達
と
破
壊
力
の
絶
大
さ
の
客
観
的
事
実
に
お
い

て
、
「
自
衛
」
と
寸
侵
略
」
の
区
別
の
無
意
味
さ
(
核
抑
止
戦
略
は
攻
撃
に

よ
る
大
量
殺
裁
破
壊
力
に
依
存
、
そ
れ
が
侵
略
か
自
衛
か
の
論
議
は
ナ
ン

セ
ン
ス
)
、
「
白
衛
」
の
武
力
行
使
の
共
滅
的
効
果
に
よ
る
「
自
衛
」
の
存

在
理
由
自
体
の
喪
失
の
事
実
が
明
白
と
な
っ
た
真
(
現
)
実
か
ら
目
を
そ

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
核
時
代
の
現
代
戦
争
の
惨
禍
を
防
止

(
阻
止
)
す
る
た
め
に
は
、
「
自
衛
」
権
の
限
界
づ
け
は
問
題
の
解
決
に
は

な
ら
な
い
。
戦
争
そ
の
も
の
の
廃
(
禁
)
止
、
武
力
行
使
の
禁
止
の
徹
底

こ
そ
が
根
本
的
解
決
策
で
あ
る
。
わ
が
国
が
核
戦
争
を
経
験
し
た
結
果
、

第
九
条
に
お
い
て
と
っ
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
蹄
結
で
あ
り
、
核
時
代
に
人

類
生
き
残
り
の
た
め
に
は
そ
こ
ま
で
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

論
理
は
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ

P

つ。④
自
衛
権
発
動
に
対
す
る
国
際
共
同
体
の
立
場
か
ら
の
統
制
。

不
戦
条
約
の
も
と
自
衛
権
の
留
保
(
上
述
ア
メ
リ
カ
の
一
九
二
八
年
六

月
二
八
日
の
自
衛
権
概
念
自
体
、
絶
対
的
に
過
ぎ
る
)
が
濫
用
さ
れ
、
日

本
の
中
国
侵
攻
、
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
と
連
盟
が
明
確
に
侵
略

と
認
定
し
有
効
な
制
裁
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
。

国
連
憲
章
に
お
い
て
は
、
前
記
自
衛
権
の
「
限
定
」
と
と
も
に
、
「
国
際

の
平
和
お
よ
び
安
全
を
維
持
し
回
復
」
す
る
た
め
の
責
任
を
負
う
安
全
保

レ

ヴ

ュ

ー

障
理
事
会
に
よ
る
「
再
審
査
L

と
統
制
を
仕
組
み
、
連
盟
時
代
の
失
敗
を

克
服
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
自
体
た
し
か
に
進
歩
で
あ
る
が
、
安
保
理
事

会
が
東
西
対
立
を
背
景
に
拒
否
権
に
よ
る
機
能
麻
療
を
続
け
た
こ
と
も
た

し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
保
理
事
会
(
そ
の
構
成
員
に
選
出
さ
れ
る
よ

う
な
日
本
が
平
和
国
家
と
な
り
)
お
よ
び
総
会
に
お
い
て
、
国
連
の
世
界

的
普
遍
的
な
平
和
維
持
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
安
保
理
事
会
の
統
制
機

能
、
ま
た
そ
の
背
景
に
あ
っ
て
総
会
が
統
制
機
能
を
果
し

(
P
K
O
等)、

世
界
的
世
論
の
形
成
の
場
と
し
て
の
役
割
を
強
化
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
疑

も
な
く
、
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
正
道
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

今
日
、
国
連
安
保
理
事
会
、
総
会
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
法
的
、
政
治

的
、
道
徳
的
、
国
際
世
論
的
統
制
の
ほ
か
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
司

法
的
統
制
(
勧
告
的
意
見
を
含
め
)
も
一
定
の
場
合
に
は
機
能
し
う
る
し
、

自
衛
権
の
濫
用
に
よ
る
寸
平
和
に
対
す
る
罪
」
「
人
道
に
対
す
る
罪
」

(ニュ

l
ル
ン
ベ
ル
ク
・
東
京
法
廷
原
則
お
よ
び
そ
の
普
遍
的
法
原
則
化
)

に
対
し
て
は
、
国
際
的
刑
事
裁
判
あ
る
い
は
圏
内
的
刑
事
裁
判
に
よ
る
責

任
者
の
処
罰
が
あ
り
う
る
。

8 
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横
田
喜
三
郎
『
自
衛
権
』
(
有
斐
閣
、
一
九
四
九
年
)
一
三
頁
以

下
。
城
戸
正
彦
「
国
際
法
に
お
け
る
自
衛
権
概
念
に
つ
い
て
L

愛

媛
大
学
紀
要
(
第
四
部
社
会
科
学
)
三
巻
二
号
(
一
九
五
九
年
)

五
四
l

五
五
頁
。

(叩
)
N
O
Z
吋巾
}
f
。日)巳同
-
L
Y
N
U

(
日
)
国
吉
田
君
巾
吾
目
指
ト
巾
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J
o
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D
F
2巴

円同巾印〔い。
C
吋
凹
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〉
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門同

mg日巾
amug-同門ロ丹巾叶ロ阻止。口問
Y
E
N
山口・

同-
H
匂・

8
・
武
田
昌
之
「
ヴ
ア
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
平
和
主
義
」

歴
史
学
研
究
五
五

O
号
(
一
九
八
六
一
月
)
、
一
六
|
一
一
一
頁
参
照
。

(
ロ
)
城
戸
、
前
掲
七

O
l七
一
頁
、
原
文
は
後
掲
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江
文
献
。
一
九

七
ー
一
九
九
頁
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N
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F
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3
J
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当
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E
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P
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司
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宮
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ご
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E
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g
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ユ
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-
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)-E0・
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入
江
啓
四
郎
『
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
の
崩
壊
、
中
巻
』
(
共
栄
書

房
、
一
九
四
三
年
)
一
九

O

ニ
O
五
頁
参
照
。

(
日
)
城
戸
、
前
掲
七
ニ

l
七
四
頁

o
o
S
S
E
E
-
F
2
8弓
R
F

円ロ円四円ロ丘町
O
口同}一戸白老-〈。一
-
N
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P

F
何
回
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町
伽
。
ユ
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岳
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巾
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民
巾
ロ
的
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・
岡
山

-n・
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・
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-H・・】
8AHW

9 

ロ
デ
匂
・
∞
呂
一
入
江
前
掲
、
一
九
九
頁
。

(
日
)
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
一
九
二
八
年
五
月
一
九
日
(
七

月
一
八
日
)
の
覚
え
書
き
に
お
い
て
、
「
大
英
帝
国
の
平
和
と
安
全

に
と
っ
て
特
別
の
重
大
な
利
害
関
係
あ
る
地
域
へ
の
侵
略
に
対
す

る
防
衛
は
、
大
英
帝
国
に
と
っ
て
自
衛
の
行
動
で
あ
る
」
と
宣
言

し
た
(
ソ
連
、
エ
ジ
プ
ト
、
ト
ル
コ
、
ペ
ル
シ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
が
否
認
)
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
上
院
は
、
一
九
二
九
年
一
月
一

五
日
、
不
戦
条
約
批
准
に
あ
た
り
、
条
約
は
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
そ

こ
な
わ
ず
、
自
衛
権
の
行
使
が
一
国
の
領
域
外
に
及
び
う
る
こ
と

を
決
議
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ズ
レ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ら
一
方
的
宣

言
は
、
条
約
上
の
留
保
と
し
て
締
約
国
を
拘
束
し
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
い
る

(NEE-P
。
u
-
n
F
U
-
a
l
E
)
。
日
本
政
府
は
(
満

州
侵
略
以
前
の
政
府
)
、
満
州
の
権
益
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ

う
な
「
留
保
」
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た
。
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容
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
八
年
の
不
戦
条
約
以
来
形
成
さ
れ
た
現

代
国
際
法
に
適
合
的
に
、
憲
章
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

N
。
z
z
w・。同
y
a了間】
-
g・

(
M
g
N
O
Z
『巾
w
-
E
E
-
-
U
-
A
8
2
凹・

(
お
)
後
掲
注

(ω)
の
広
瀬
善
男
「
続
・
国
際
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

化
の
条
件
同
国
L

は
、
国
際
法
学
の
立
場
か
ら
の
「
武
力
行
使
」

に
対
す
る
規
制
の
「
現
状
と
評
価
」
に
つ
い
て
の
最
近
の
詳
細
な

研
究
で
あ
る
。

(
お
)

(
幻
)

∞
0
4
『巾
3
・。℃
-
n
p・・同》胆ユゲ同】
-
N
U
l
H
E
-
巾回目】
-
M
C
1
E
・

∞円
0
4
『ロロ巾・。目
y
n
F
-
同】・

8
9
N
O
Z
吋叩
-
P

。
ヲ
門
戸
f
H
Y
E
l
印印・

は
、
ボ
ウ
ェ
ッ
ト
理
論
が
、
①
「
自
助
」
措
置
が
、
国
連
憲
章
の

武
力
行
使
の
禁
止
と
い
う
一
般
原
則
に
よ
り
、
そ
の
前
提
を
喪
失

し
た
こ
と
、
②
憲
章
二
条
三
項
四
項
の
内
容
を
殆
ど
全
く
空
虚
な

も
の
と
す
る
こ
と
、
③
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
原
則
に
よ
っ

て
武
力
行
使
を
禁
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
却
け
ら
れ
た
と
こ
ろ

の
武
力
的
方
法
に
復
帰
す
る
そ
の
解
釈
は
、
実
際
上
憲
章
五
一
条

を
全
く
無
用
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
、
と
批
判
し
て

い
る
。

(お
)

N

。ロ吋巾
F
。℃

-nx・・℃
-
E・
門
戸
』

-um--〈同ロ
F
F白
-mm-己
ヨ
巾

訟
な
ロ
曲
。
巾
同
国
内
同
円
。
町
三
口
同
巾
『
ロ
白
色
。
ロ
釦
-
5
0仏巾
E
F
司白「

F
E一-H-u-

H
M
∞
巾
仲
田
・
〈
後
述
注
(
川
叩
)
を
み
よ
〉

(
却
)
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
し
た
国
際
法
学
者
と
し
て
、
宮
崎
繁
樹

〈
『
国
際
法
綱
要
』
(
成
文
堂
、
一
九
八
四
年
)
二
三
四
l
二
三
五

頁
〉
は
、
「
守
ら
る
べ
き
は
、
国
を
構
成
す
る
個
人
の
生
存
、
生
活
、

幸
福
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
記
す
る
。

(ω)
広
瀬
善
男
「
国
連
と
軍
縮

l

|
法
的
分
析
と
そ
の
現
代
的
課

題
」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
九
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
、
明
治
学
院

論
叢
一
八

O
号
(
人
権
原
理
の
主
権
国
家
原
理
に
対
す
る
優
位
の

立
場
か
ら
軍
縮
を
論
じ
、
注
目
さ
れ
る
)
。

「
続
・
国
際
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
化
の
条
件
付
同
国
」
明
治
学

院
論
叢
(
三
七
七
・
三
八
六
・
三
九
三
号
)
法
学
研
究
三
三
、
三

五
、
三
六
号
所
収
の
本
格
的
論
究
(
と
く
に
白
)
は
、
優
れ
た
必

読
文
献
で
あ
る
。
本
稿
(
執
筆
後
入
手
)
の
基
本
的
考
方
と
合
致

す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
参
照
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
H
U
)

∞
8
4〈ロロク
O
℃
wn-7
℃・

8
Y
お
戸
の
憲
章
上
の
「
武
力
L

の

定
義
参
照
。

(
位
)
司
p
n・』巾回目己目
y

司。円
nm
ロロ
a
q
白
B
o
a
m『ロ
E
d司
。
ご
5
2
0ロ凶・

司
巾
吋
巳
関
口
〉
町
内
同
一
3
・〈
O
F
N
日・

5九
5
・ロ。・

Y

匂・
H
O
H
l
H
O
N
-

(
必
)
藤
田
久
一
『
軍
縮
の
国
際
法
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
)

六
五
|
八
二
頁
。
「
軍
縮
義
務
」
の
意
味
と
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、

北法38(5-6・1.232)1268 



現代国際法上の自衛権についての一考察

な
お
見
解
が
わ
か
れ
、
ま
た
実
行
成
果
に
は
む
し
ろ
乏
し
い
が
。

(

叫

)

』

巾

目

白

ロ

ヲ

O
匂

-af
司・由品・

(
必
)
以
上
の
解
釈
と
同
旨
。

N
。ロ

z-pou-nF
℃
・
怠
富
一
切
さ
手

ロロ叩・
0
ガ
・
門
戸
沖

--MyhFω
戸
l
九
円
刷

hF・

(
必
)
さ
し
あ
た
り
、
上
掲
側
、
城
戸
論
文
の
ほ
か
、
森
脇
庸
太
「
集

団
的
自
衛
の
法
理
ハ
門
口
、
国
際
法
外
交
雑
誌
、
六
二
巻
三
、
四
号

所
収
、
参
照
。

(
灯
)
拙
著
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』
第
五
章
の
「
総
合
的
平

和
保
証
」
構
想
、
と
く
に
「
基
本
法
試
案
」
一
四
一
七
条
お
よ

び
解
説
参
照
(
四
四
一
頁
以
下
、
と
く
に
五
一
三
|
五
一
九
頁
)

同
時
に
、
和
田
英
夫
、
小
林
直
樹
、
深
瀬
忠
て
古
川
純
編
著
『
平

和
憲
法
の
創
造
的
展
開
』
(
学
陽
書
房
、
一
九
八
七
年
)
中
、
小
林

直
樹
・
隅
野
隆
徳
論
文
、
そ
の
他
参
照
。

(
必
)
拙
著
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』
二
八
四
l
二
八
五
頁
を

と
く
に
参
照
。

四
、
結
び
に
代
え
て

以
上
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
・
第
九
条
と
(
そ
れ
と
の
関
連
に
お

け
る
)
憲
法
上
の
わ
が
国
(
主
権
独
立
国
家
と
し
て
の
)
に
認
め
ら
れ
て

い
る
「
自
衛
権
」
(
そ
の
存
否
、
具
体
的
に
精
確
な
意
味
・
内
容
)
を
厳
密

に
解
明
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
現
代

国
際
法
に
お
け
る
「
自
衛
権
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
再
検
討
し
た
。
そ
の

結
論
と
し
て
の
総
活
的
要
点
は
、
拙
者
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』

に
記
載
し
か
っ
そ
れ
を
踏
え
て
憲
法
解
釈
論
を
展
開
し
た
の
で
、
本
稿
で

は
繰
り
返
え
さ
な
い
。
(
同
書
二
四
九
|
二
五
二
頁
お
よ
び
そ
れ
以
下
参

照
)
。
以
下
、
総
括
的
見
解
の
概
要
を
述
べ
、
よ
り
厳
密
詳
細
な
検
討
は
将

来
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
O
世
紀
の
二
度
の
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
経
、
と
り
わ
け
広
島
・
長
崎

に
お
い
て
核
戦
争
の
現
実
を
知
っ
た
日
本
国
民
は
、
二

O
世
紀
の
世
界
平

和
の
組
織
化
と
法
の
支
配
の
た
め
樹
立
さ
れ
た
連
盟
・
不
戦
条
約
・
国
連

と
い
う
最
大
の
遺
産
を
、
最
大
限
活
性
化
し
強
化
し
発
展
さ
せ
る
努
力
を

不
断
に
続
け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
さ
も
な
く
ぱ
、
現
な
い
し
将
来
の
世

代
を
何
時
の
日
か
核
・
宇
宙
時
代
の
戦
争
の
惨
禍
と
破
滅
か
ら
免
か
れ
し

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
二

O
世
紀
の
世
界
平
和
努

力
の
国
際
法
学
の
「
自
衛
権
L

の
限
定
動
向
を
一
一
一
世
紀
に
向
つ
て
の
進

歩
と
建
設
の
方
向
と
み
、
そ
れ
に
反
す
る
「
自
衛
権
L

拡
張
解
釈
に
よ
っ

て
軍
事
力
・
武
力
行
使
拡
大
の
諸
軍
事
強
固
の
実
行
と
東
西
分
裂
・
軍
拡

の
実
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
的
、
集
団
的
「
自
衛
」
の
名
に
よ
る
武

力
(
暴
力
)
強
化
と
そ
の
行
使
傾
向
を
、
連
盟
以
前
・
一
九
世
紀
へ
の
逆

北法38(5-6・1-233) 1269 
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行
と
新
た
な
絶
滅
へ
の
道
と
し
て
厳
し
く
戒
め
る
国
際
法
学
の
立
場
に
立

つ
。
そ
し
て
、
一
切
の
戦
争
放
棄
・
戦
力
の
禁
止
・
交
戦
権
否
認
お
よ
び

「
平
和
的
生
存
権
L

保
障
の
日
本
国
憲
法
の
平
和
原
則
が
、
現
代
国
際
法

上
許
容
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
連
下
の
現
実
の
矛
盾
を
克
服
し
将
来
の

普
遍
的
世
界
平
和
組
織
樹
立
と
法
の
支
配
に
向
う
建
設
的
意
義
を
担
っ
て

い
る
こ
と
を
上
述
し
、
拙
著
は
論
証
し
よ
う
と
努
め
た
わ
け
で
あ
る
。

主
権
独
立
国
家
と
し
て
の
わ
が
国
の
「
自
衛
権
」
は
、
国
際
法
と
憲
法

と
の
立
体
的
総
合
解
釈
に
よ
っ
て
、
再
び
「
自
衛
権
」
を
拡
張
(
個
別
的

自
衛
権
の
弛
緩
、
集
団
的
自
衛
権
の
導
入
・
拡
大
)
す
る
こ
と
を
拒
否
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
「
自
衛
権
」
(
そ
れ
を
一
属
性
と
す
る
寸
主

権
」
)
の
厳
格
な
限
定
、
縮
小
の
方
向
で
法
学
的
努
力
と
政
治
的
条
件
整
備

を
進
め
、
平
和
憲
法
の
戦
争
と
戦
力
に
依
ら
ぬ
「
自
衛
権
」
な
い
し
「
平

和
的
安
全
保
障
権
」
を
「
総
合
的
平
和
保
障
」
構
想
に
よ
っ
て
確
保
す
る

実
例
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
国
連
を
通
じ
国
連
を
超
え
る
L

世
界
連
邦

的
平
和
組
織
の
樹
立
と
実
効
化
に
寄
与
す
る
こ
と
こ
そ
(
拙
著
、
五
章
二

節
寸
総
合
的
平
和
保
障
基
本
法
試
案
」
参
照
)
、
二
一
世
紀
に
向
っ
て
、
日

本
国
民
が
人
類
平
和
に
寄
与
し
う
る
最
大
の
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

将
来
の
窮
局
の
恒
久
世
界
平
和
組
織
に
お
い
て
は
、
政
治
的
・
法
的
紛

争
の
平
和
的
解
決
制
度
が
整
備
さ
れ
、
各
国
の
全
面
完
全
軍
縮
と
「
自
衛
」

の
戦
争
遂
行
「
権
」
は
世
界
平
和
機
構
・
法
廷
と
世
界
警
察
に
止
揚
・
統

合
せ
ら
れ
、
整
備
せ
ら
れ
た
法
の
支
配
の
も
と
に
、
人
類
、
各
民
族
、
各

個
人
の
「
平
和
的
生
存
権
」
が
保
障
せ
ら
れ
、
彼
ら
の
個
人
の
厳
密
な
意

味
で
の
「
正
当
防
衛
権
L

の
み
が
残
さ
れ
、
そ
の
行
使
に
つ
い
て
裁
判
例

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
過
度
期
」
の
現
代
に
お
い
て
は
、
人
間
個
人
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
主

権
国
家
の
「
自
衛
権
L

は
、
そ
の
類
似
で
な
く
、
そ
の
根
本
的
相
違
の
現

実
を
こ
そ
直
視
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
国
内
社
会
に
比
べ
て
国
際
社
会

が
法
的
な
組
織
化
に
お
い
て
未
熟
で
あ
る
こ
と
は
、
「
自
衛
権
」
拡
大
の
口

実
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
だ
か
ら
こ
そ
、
圏
内
制
度
に
お
け
る

寸
正
当
防
衛
権
」
の
取
扱
い
に
近
づ
け
る
た
め
国
際
組
織
を
国
内
法
組
織

に
近
づ
け
る
制
度
の
整
備
を
進
め
、
併
行
し
て
各
主
権
国
家
の
「
自
衛
権
」

は
厳
格
に
限
定
し
、
縮
小
し
、
解
消
す
る
法
的
組
織
化
と
法
の
支
配
と
そ

の
実
効
化
に
向
う
不
断
の
法
的
・
政
治
的
努
力
が
必
要
だ
と
い
う
論
理
に

根
本
的
に
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

(刊)し『・・回以・
(
U
O
庁

巾

円

〉

-HV巾一
-
m
p
F

印。y
m
w
H
A巾
仏
内
山
田

Z
由民。ロ∞

C
E
2・

HVRF
開
口
O
口
。

g
k
P
E
g
-】・叶∞申
l

話
。
・
は
、
国
連
憲
章
の
枠
内
で

エ

ク

セ

プ

シ

方

ン

レ

l
グ
ル

「
自
衛
は
例
外
た
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
:
・
実
際
に
常
態
と
な
っ

て
い
る
」
。
そ
の
原
因
は
国
連
の
集
団
的
安
全
保
障
体
制
の
失
敗
に

よ
り
、
集
団
的
自
衛
体
制
が
こ
れ
に
代
り
、
ま
た
自
衛
概
念
の
拡

~t法38(5-6 ・ 1 -234)1270 
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張
が
行
な
わ
れ
(
た
だ
し
、
法
的
な
正
当
性
が
否
認
さ
れ
、
道
徳

的
糾
弾
が
国
際
共
同
体
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
軍
事
行
動
が
あ

る
)
、
超
大
国
等
の
武
力
侵
攻
が
あ
り
、
か
つ
憲
章
自
体
の
不
充
分

さ
が
あ
る
こ
と
を
「
観
察
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
衛
権
に
対
す

る
精
確
、
詳
細
で
実
効
性
あ
る
制
約
ル

l
ル
が
成
立
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
が
、
近
い
将
来
そ
の
実
現
の
可
能
性
が
少
な
い
と
い
う
。

大
ま
か
な
実
態
と
し
て
は
、
右
の
観
察
は
大
体
当
た
っ
て
い
る

が
、
む
し
ろ
今
日
は
、
こ
れ
を
批
判
的
に
厳
密
な
再
検
討
を
加
え

て
克
服
す
べ
き
段
階
で
あ
る
。
国
連
憲
章
下
の
現
代
国
際
法
の
「
自

衛
権
」
の
解
釈
は
、
連
盟
・
不
戦
条
約
以
前
、
さ
ら
に
、
一
九
世

紀
に
逆
行
す
る
時
代
錯
誤
と
怠
慢
と
危
険
性
を
お
か
し
て
は
な
ら

ぬ
。
と
り
わ
け
、
わ
が
国
は
寸
自
衛
権
L

の
拡
張
解
釈
の
過
誤
を

再
び
し
て
は
な
ら
ぬ
し
、
軍
事
(
超
)
大
国
の
同
様
の
実
行
に
対

し
て
は
世
界
平
和
と
国
際
共
同
体
の
立
場
か
ら
厳
し
く
批
判
、
是

正
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
が
、
平
和
憲
法
を
い
た
だ
く
わ
が
国
の

責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
、
「
軍
事
強
国
」
に
な

ら
ぬ
こ
と
を
誓
っ
た
わ
が
国
を
、
よ
り
自
主
的
か
つ
賢
明
、
公
正

に
生
か
す
道
で
も
あ
ろ
う
。

ま
た
、

H
U丘町〈出口町田
w
T
ニmm-zg巾仏
m
pロ
凹
巾
巾
ロ
門
町
三

Z
E
R
-

ロ白巴。ロ白]円】口開】

E
n
g。広巾円四回巾(円、巾己
g
x
z
s吋ロ丘町。ロ白]同白口一巾一卸

回叩閉口百戸斤何回
)
-
F
O
Uア
5
2・
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
法
学
界
で
は
比

較
的
近
年
の
数
少
な
い
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
か

な
り
参
照
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
書
は
、
考
察
に
未
熟
な
と
こ

ろ
が
多
く
、
ラ
シ
ャ
リ
エ

1
ル
の
序
文
も
乱
暴
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、

核
時
代
の
世
界
平
和
と
安
全
の
法
的
組
織
化
に
つ
い
て
の
根
本
的

検
討
に
欠
け
、
自
衛
権
と
く
に
集
団
的
自
衛
権
の
濫
用
と
危
険
性

へ
の
警
戒
心
が
う
す
く
、
当
時
の
東
西
陣
営
の
軍
事
的
分
裂
対
立

の
情
勢
を
背
景
に
、
安
易
な
集
団
的
自
衛
権
肯
認
論
に
帰
し
て
い

る
。
同
論
文
執
筆
か
ら
約
二

O
年
後
の
現
時
点
で
は
同
書
の
根
本

的
批
判
な
く
し
て
、
わ
が
国
の
自
衛
権
(
と
く
に
平
和
憲
法
の
指

針
と
拘
束
下
に
あ
る
)
を
論
ず
る
こ
と
は
、
重
大
な
誤
り
を
お
か

す
お
そ
れ
が
あ
る
。

比
較
的
最
近
の
「
核
時
代
」
を
意
識
し
た
(
一
九
八
一
年
六
月

七
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
空
軍
に
よ
る
イ
ラ
ク
の
核
処
理
工
場
爆
撃
に

そ
く
し
)
論
考
の
一
例
と
し
て
、
∞
・
冨
-HMOZぴ白
E
H
r
Z白昨日
0
ロ包

括
広
ふ
え

g
n
m
z
z
g自
由
片
山
O
ロ
回
二
回
者
二
凶
ロ

mgqm-ロ肉印同国ロ・

色
白
『
門
田
問
。
吋
白
ロ
ロ

n-m国司同
m
p
z
z
g司
J

問。『
W
C
E〈
巾
円
印
日
円
可
戸
担
当

閉
山
市
〈
{
巾
戸
〈
。

-s・
5
E
W
H
V
H∞吋
N
N
申
・
核
に
対
す
る
自
衛
権
の
行

使
の
三
要
件
(
他
の
手
段
を
遺
す
。
均
れ
合
い
。
核
攻
撃
の
前
に

通
常
兵
器
の
行
動
を
と
る
ほ
か
な
い
現
実
的
脅
威
と
最
後
の
時
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点
)
は
、
裁
量
の
統
制
が
で
き
な
い
ほ
ど
漠
然
と
し
て
い
る
。
核

時
代
の
絶
滅
な
い
し
共
滅
か
ら
の
自
衛
(
生
き
残
り
)
の
た
め
に

は
、
核
戦
力
を
廃
絶
す
る
不
断
の
努
力
(
平
和
憲
法
の
洞
察
)
以

外
に
は
あ
る
ま
い
。

(
印
)
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
「
武
力
不
行
使
の
実
効
性
強
化

-
|
国
連
に
お
け
る
最
近
の
動
き

l
l」
(
山
本
兼
太
「
国
際
法

外
交
雑
誌
八
六
巻
三
号
、
一
九
八
七
年
八
月
、
三
九
l
六
五
頁
)

等
が
、
大
き
な
関
心
の
的
と
な
る
。

(
日
)
安
田
寛
、
西
岡
朗
、
宮
津
浩
一
、
井
田
良
、
大
場
昭
、
小
林
宏

長
『
自
衛
権
再
考
』
(
知
識
社
、
一
九
八
七
年
)
、
所
収
の
諸
論
文

相
互
間
に
は
、
か
な
り
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
総
じ
て
、

圏
内
刑
法
上
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
国
際
法
上
の
「
自
衛
権
」
に

つ
い
て
、
と
く
に
憲
法
学
的
な
批
判
的
検
討
ぬ
き
の
、
無
媒
介
な

類
推
が
目
立
つ
。
ま
た
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
導
入
に
よ
っ
て
、

歴
代
政
府
の
か
な
り
厳
格
な
「
個
別
的
自
衛
権
」
の
枠
を
も
突
破

し
よ
う
と
い
う
拡
大
解
釈
に
性
急
(
二
五
二
頁
等
。
拙
著
、
二
六

四
頁
(
叩
)
参
照
)
で
あ
る
。
ま
た
、
「
自
衛
」
権
論
が
、
「
自
己
保

存
」
(
二
六
三
|
ニ
七
二
貰
、
七
回
頁
)
と
い
う
、
連
盟
や
不
戦
条

約
の
「
自
衛
権
」
概
念
以
前
の
「
自
己
保
存
権
」
(
上
述
本
文
三
、

ω)
概
念
に
混
同
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
点
な
ど
、
重
大
な
疑

聞
が
の
こ
る
。

(
臼
)
津
野
義
一
「
国
家
主
権
と
自
衛
権
」
、
龍
国
法
学
二

O
巻
二
号
こ

九
八
七
年
九
月
)
、
六
二
|
一

O
四
頁
、
は
最
近
の
詳
細
な
労
作
と

し
て
注
目
さ
れ
、
若
い
世
代
の
平
和
主
義
研
究
の
前
進
と
広
が
り

を
、
心
か
ら
期
待
し
た
い
。
ま
た
「
自
衛
権
」
の
名
に
よ
る
戦
争

と
戦
力
、
「
自
衛
力
」
正
当
化
志
向
の
憲
法
解
釈
を
厳
し
く
批
判
し
、

追
放
し
、
「
平
和
的
生
存
権
」
を
基
軸
と
し
新
し
い
理
論
を
展
開
し

よ
う
と
し
て
い
る
基
本
志
向
に
お
い
て
、
筆
者
の
(
「
通
説
」
的
)

見
解
と
同
じ
で
(
極
め
て
近
く
)
あ
り
、
雨
者
は
相
排
斥
す
る
も

の
で
は
な
く
相
補
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
し
て
お
く
。

た
だ
、
次
の
二
点
だ
け
は
弁
明
し
て
お
く
。
①
拙
著
で
は
、
い

わ
ゆ
る
「
自
衛
権
」
の
「
具
体
的
に
限
定
さ
れ
た
意
味
内
容
が
何
」

で
あ
る
か
、
憲
法
に
お
け
る
「
自
衛
権
と
言
わ
れ
る
も
の
」
の
何

が
「
主
権
国
家
」
と
し
て
放
棄
不
可
能
で
あ
り
、
何
が
禁
止
・
制

限
さ
れ
、
そ
の
放
棄
不
可
能
な
核
と
な
る
も
の
は
如
何
な
る
性

質
・
内
容
・
意
味
を
も
つ
も
の
か
を
厳
密
・
具
体
的
に
究
明
す
る

必
要
性
を
強
調
し
、
そ
の
解
答
を
明
記
し
て
あ
る
(
前
掲
拙
著
『
戦

争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』
二
六
五
七
貰
(
部
)
)
。
そ
し
て
、

「
伝
統
的
な
『
自
衛
権
』
概
念
が
、
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
大

多
数
の
国
に
よ
っ
て
、
軍
事
力
に
よ
る
戦
闘
行
為
に
よ
る
侵
害
の
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排
撃
を
内
実
と
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
憲
法
第
九
条
は
、
戦

争
・
戦
力
放
棄
と
交
戦
権
否
認
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ

る
『
自
衛
権
』
概
念
を
否
認
し
た
と
も
い
え
る
」
(
拙
著
二
五
八
頁
)

と
明
言
し
て
あ
る
。
「
自
衛
権
」
寸
放
棄
」
「
否
認
」
と
か
「
切
り
離

し
」
と
い
う
場
合
、
具
体
的
に
放
棄
の
「
内
実
L

が
何
か
を
明
確

に
す
れ
ば
、
論
議
が
整
理
さ
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
「
外
国
か
ら
の
不
法
・
不
正
な
武
力
攻
撃
等
侵
害
行
為

が
あ
っ
た
場
合
、
現
代
主
権
独
立
国
家
と
し
て
、
国
民
の
生
命
、

自
由
、
生
活
、
幸
福
追
求
等
基
本
的
人
権
(
『
平
和
的
生
存
権
』
)

を
国
の
法
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
し
て
ゆ
く
た

め
、
そ
の
侵
害
行
為
を
最
小
限
に
く
い
と
め
排
除
・
解
消
す
る
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
の
で
き
る
自
主
独
立
の
権
利
が
、
厳
密
な

意
味
で
の
『
自
衛
権
』
の
核
心
部
分
に
の
こ
る
以
上
、
そ
れ
は
主

権
独
立
国
の
存
在
理
由
の
本
質
的
部
分
の
一
つ
で
あ
り
、
放
棄
不

可
能
」
と
も
明
記
し
て
あ
る
(
同
頁
)
。
こ
の
論
述
は
、
同
著
同
項

(
二
七
四
頁
以
下
)
で
注
意
深
く
論
じ
た
と
お
り
、
国
際
法
上
、

憲
法
上
、
「
自
衛
権
」
の
「
厳
格
な
限
定
L

解
釈
を
ギ
リ
ギ
り
ま
で

っ
き
つ
め
た
結
果
、
最
後
に
ど
う
し
て
も
否
認
、
放
棄
で
き
な
い

「
核
」
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
右
、
「
外
国
か
ら

の
不
法
・
不
正
な
武
力
攻
撃
等
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
場
合
」
(
そ
の

現
実
的
可
能
性
が
極
め
て
小
さ
い
認
識
と
同
時
に
、
そ
れ
が
完
全

に
あ
り
え
な
い
と
い
う
断
定
は
不
可
能
と
考
え
る
立
場
を
と
る
)

と
い
う
厳
し
い
限
定
も
つ
け
て
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
「
最
低
限
」
な

い
し
「
極
小
」
化
し
、
明
確
に
限
定
さ
れ
た
「
自
衛
権
L

の
最
後

の
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
最
広
義
説
L

と
い
う
の
は

(
S

論
文
九

O
|九
一
頁
)
、
右
の
幾
重
も
の
厳
格
限
定
の
部
分
を
読
ん

で
い
た
だ
け
な
か
っ
た
誤
解
で
あ
る
。
ご
」
の
部
分
ま
で
否
定
で
き

る
の
か
」
を
、
「
自
衛
権
否
認
」
論
に
聞
い
、
も
し
そ
れ
を
し
も
否

認
す
る
と
い
う
な
ら
、
筆
者
は
、
そ
の
点
は
賛
成
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
主
権
独
立
国
家
が
極
限
状
況
に
そ
の
平
和
的

任
務
を
達
成
す
る
正
当
な
権
利
と
義
務
(
そ
れ
は
、
「
手
段
」
の
問

題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
正
当
性
と
適
法
性
の
根
拠
を
な
す
も
の

だ
か
ら
)
を
否
認
で
き
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、

む
し
ろ
、
こ
の
明
確
に
限
定
さ
れ
た
主
権
独
立
国
家
の
自
主
的
権

利
と
義
務
を
明
快
に
確
固
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
を
基
軸
と
し

て
、
「
総
合
的
平
和
保
障
」
構
想
を
展
開
す
べ
き
だ
(
し
う
る
)
と

回
U

〉つ。②
さ
ら
に
、
一
九
七

O
年
頃
ま
で
の
「
通
説
L

の
「
武
力
な

き
自
衛
権
」
説
は
、
一
切
の
戦
争
と
戦
力
放
棄
を
言
い
つ
放
し
で
、

で
は
何
に
よ
っ
て
、
安
全
・
平
和
を
確
保
す
る
の
か
と
い
う
一
体
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的
課
題
に
一
向
に
取
り
組
ん
で
く
れ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
長
沼

一
審
判
決
が
こ
の
課
題
を
判
旨
中
明
記
し
た
(
小
林
直
樹
証
言
を

採
り
入
れ
た
)
こ
と
を
契
機
に
、
思
い
切
っ
て
、
戦
争
と
軍
事
力

を
否
定
し
た
寸
戦
争
予
防
型
自
衛
権
」
と
い
う
や
や
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
表
現
で
(
誤
解
を
お
そ
れ
ず
)
問
題
を
提
起
し
、
「
戦
争
を
予

め
防
止
」
す
る
核
時
代
の
軍
縮
そ
し
て
「
総
合
的
平
和
保
障
」
構

想
を
具
体
化
す
べ
き
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
(
拙
著
『
長
沼
裁
判

に
お
け
る
軍
縮
平
和
主
義
』
一
ニ

O
六
|
三

O
八
頁
、
三
四
八
頁
以

下
)
。
そ
の
後
、
全
国
憲
法
研
究
会
で
問
題
提
起
の
趣
旨
が
理
解
さ

れ
、
一
五
年
後
に
協
力
研
究
の
成
果
が
出
版
さ
れ
た
(
和
田
英
夫

ほ
か
『
平
和
憲
法
の
創
造
的
展
開
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
七
年
)
。

こ
の
よ
う
な
論
理
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
「
武
力
に
よ
る
自
衛
権
」
を

否
認
し
、
ま
た
、
言
葉
の
上
で
「
自
衛
権
」
を
否
定
す
る
だ
け
の

見
解
・
態
度
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
筆
者
の
場
合
出
て
こ
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
を
予
防
廃
止
し
箪
縮
実
現
等
に
よ
る
総
合

的
平
和
保
障
の
構
想
と
、
実
施
の
努
力
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
い
わ

ゆ
る
「
自
衛
」
目
的
を
根
本
的
に
達
成
し
う
る
と
い
う
建
設
的
側

面
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
が
「
戦
争
予
防
型
自
衛
権
」
の
真
の
ね

ら
い
な
い
し
真
意
で
あ
っ
た
(
論
述
を
展
開
)
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、

「
自
衛
権
L

と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
て
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の

具
体
的
「
内
実
」
に
お
い
て
全
く
平
和
的
に
変
革
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
旧
い
、

戦
争
・
軍
事
力
に
よ
る
「
自
衛
権
」
を
否
認
・
変
革
し
て
、
核
時

代
の
新
し
い
、
平
和
的
軍
縮
の
「
自
衛
権
」
に
転
換
さ
る
べ
き
こ

と
を
強
調
し
政
策
論
の
研
究
を
う
な
が
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
後
、
右
筆
者
の
平
和
憲
法
的
政
策
論
促
進
の
ね
ら
い
(
旧

「
自
衛
権
」
の
定
義
で
な
く
転
換
の
訴
え
)
が
背
後
に
お
し
ゃ
ら

れ
、
ひ
と
り
あ
る
き
し
た
「
自
衛
権
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
注
目

さ
れ
、
私
見
は
途
方
も
な
い
「
自
衛
権
」
の
拡
張
解
釈
の
よ
う
に

誤
解
さ
れ
る
向
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
常
に
、
筆
者
の
い
う
「
自

衛
権
」
の
「
具
体
的
に
限
定
さ
れ
た
意
味
内
容
が
何
か
」
と
い
う

視
点
か
ら
は
、
伝
統
的
「
自
衛
権
」
の
厳
し
い
禁
止
・
限
定
と
、

そ
の
禁
止
限
定
を
実
質
的
に
補
強
す
る
た
め
に
こ
そ
、
全
く
新
し

い
内
実
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
「
自
衛
権
」
と
し
て
の
「
戦
争
予
防
的

自
衛
権
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
用
語
の
適

否
は
と
も
か
く
、
そ
の
一
貫
し
た
主
張
は
伝
統
的
「
自
衛
権
」
の

禁
止
・
限
定
そ
し
て
つ
い
に
は
廃
棄
に
い
た
る
平
和
憲
法
の
展
望

と
論
理
で
あ
る
。
こ
の
主
張
を
よ
り
厳
密
、
体
系
的
・
全
面
的
に

最
近
拙
著
で
展
開
し
た
(
『
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』
二
四
六

|
二
九

O
頁
と
く
に
、
二
五
八
、
二
八
四
1

二
八
五
頁
参
照
)
の
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で
、
参
照
を
乞
う
。

な
お
、
右
「
戦
争
予
防
的
自
衛
権
」
は
、
戦
争
予
防
を
最
重
点

と
す
る
表
現
と
し
て
は
維
持
で
き
る
が
、
用
語
と
し
て
誤
解
を
ま

ね
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
若
干
の
実
質
的
理
由
(
同
拙
著
、
四

九
二

l
四
九
九
頁
、
五
一
六
頁
参
照
)
も
あ
っ
て
、
「
平
和
的
安
全

保
障
権
」
と
呼
び
か
え
た
方
が
ベ
タ
ー
で
あ
ろ
う
と
思
う
に
い

た
っ
て
い
る
(
二
五
八
頁
参
照
)
。

(
日
)
こ
の
点
は
、
ル
ソ
!
の
洞
察
に
原
点
的
示
唆
を
受
け
た
。
拙
著
、

二
八
頁
。
吋
・
司
ロ
}
内
同
2
2
Jヘ-z-mMKリ
E
・
-
巾
円
。
ロ
凹
吾
丘
一
oロロ山口凹・

5
巾巾一昨師巾由旬司。宮市
B
巾師同己】曲目)。
P
同》白岡山曲・同》
C
m
J
H
g
-
A
r
u
-
H
M印一

現代国際法上の自衛権についての一考察

。
)
{
一
山
町
・
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Une reflexion sur la notion du droit de legitime dεfense en droit 

international moderne -comme une condition prealable pour 

interpreter le droit de legitime defense en droit constitutionnel 

]apOnalS 

Tadakazu FUKASE申

Cette etude refute d'abord et vigoureusement l'analogie facile entre le droit 

de 1匂itimed吾fensede l'individu dans le droit interne et le droit de legitime defense 

de l'Etat souverain en droit international. 

La diff吾rencefondamentale et immense entre ces deux notions， par leurs 

positon， nature， effets et justiciabilite， ecarte scientifiquement et reellement la 

traditionnelle assimilation de ces deux droits ultimes. 

De ce point de vue， on examine attentivement et rigoureusement l'evolution 

de la notion du droit de legitime defense en droit international du 20eme siec¥e， 

sous la Societe des Nations， sous le Pacte de Briand-Kellogg， et sous la Charte des 

Nations Unies. 

L'auteur de cet artic¥e， observant les deux tendances d'interpretation 

limitative et souple (ou吾largissante)de cette notion par les specialistes du droit 

international， insiste sur la necessite d'adopter une interpretation limitative autant 

que possible stricte， pour ne pas revenir en fait au droit de conservation de I'Etat 

du siec¥e precedant， et， notamment pour le ]apon qui a commis une grave erreur 

de faire les guerres agressives au nom du droit de legitime defense arbitrairement 

創argidepuis la guerre de Mantchurie (1931)， et， specialement a notre age nuc¥白ire

ou les armes nuc¥吾airesde destruction massive effacent en realite la fronti邑tre

entre le doit de legitme 慌たnseet l'agression pour susciter une annihilation 

reciproque ou mondiale en consequence. 

En conc¥usion， la Constitution japonaise qui renonce a toutes sortes de 

guerre et interdit les armees et， par cela， change fondamentalement le contenu du 

droit de legitime d吾fensede l'Etat， ne contredit pas au droit international 

contemporain sous I'O.N.U.， et， plutδt salutaire au service du nouvel ordre mondial 

.Professeur a la Facult吾deDroit Universit吾deHokkaido 
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pacifique qui sera regi par le Droit et non plus par la violence. 
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